
- 1 -

○

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金
融
庁
告
示
第
百
三
十
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削

り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
注
）
平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
公
表
の
改
正
案
適
用
後
の
も
の
。

改

正

後

改

正

前
（
注
）

目
次

目
次

［
第
一
章
～
第
四
章

略
］

［
第
一
章
～
第
四
章

同
上
］

第
五
章

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い

第
五
章

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い

第
一
節

総
則
（
第
二
百
二
十
四
条
䢣
第
二
百
二
十
六
条
の
三
）

第
一
節

総
則
（
第
二
百
二
十
四
条
䢣
第
二
百
二
十
六
条
）

第
二
節

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

第
二
節

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額

額

第
一
款

総
則
（
第
二
百
二
十
六
条
の
四
）

第
一
款

標
準
的
手
法
の
取
扱
い
（
第
二
百
二
十
七
条
䢣
第
二
百
三

第
二
款

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
取
扱

十
条
）

い

第
二
款

内
部
格
付
手
法
の
取
扱
い
（
第
二
百
三
十
一
条
䢣
第
二
四

第
一
目

総
則
（
第
二
百
二
十
七
条
䢣
第
二
百
二
十
九
条
）

十
八
条
）

第
二
目

内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
（
第
二
百
五
十
二
条
䢣
第
二
百
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三
十
五
条
）

第
三
目

外
部
格
付
準
拠
方
式
（
第
二
百
三
十
六
条
䢣
第
二
百
三

十
八
条
）

第
四
目

内
部
評
価
方
式
（
第
二
百
三
十
九
条
䢣
第
二
百
三
十
九

条
の
六
）

第
五
目

標
準
的
手
法
準
拠
方
式
（
第
二
百
四
十
条
䢣
第
二
百
四

十
四
条
）

第
六
目

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
上
限
（
第
二
百
四
十
五
条
）

第
七
目

適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
第
二
百
四
十
五

条
の
二
）

第
三
款

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
（
第
二
百
四
十
六
条
䢣
第
二
百
四
十

八
条
）

［
第
五
章
の
二
～
第
七
章

略
］

［
第
五
章
の
二
～
第
七
章

同
上
］

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

第
一
条

［
同
上
］

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

再
証
券
化
取
引

証
券
化
取
引
の
う
ち
、
原
資
産
の
一
部
又
は
全

二
の
二

［
同
上
］

部
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
取
引
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
の

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
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イ

原
資
産
の
全
部
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
証
券
化
取
引

イ

原
資
産
の
全
部
が
単
一
の
証
券
化
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

で
あ
っ
て
、
当
該
証
券
化
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
キ
ャ
ッ

（
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
で
あ
る
証
券
化
取
引
で

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
が
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

あ
っ
て
、
当
該
証
券
化
取
引
の
前
後
で
証
券
化
取
引
に
係
る
リ
ス
ク
特

ー
ジ
ャ
ー
を
含
ま
な
い
一
の
原
資
産
プ
ー
ル
に
よ
る
一
の
証
券
化
取
引

性
が
実
質
的
に
変
更
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
と
し
て
再
現
で

き
る
も
の

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

［
三
～
七

略
］

［
三
～
七

同
上
］

八

標
準
的
手
法

第
三
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア

八

標
準
的
手
法

第
三
章
並
び
に
第
五
章
第
一
節
及
び
第
二
節
第
一
款
に

セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
手
法
を
い
う
。

定
め
る
方
法
に
よ
り
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
手
法

を
い
う
。

［
九
～
十
一

略
］

［
九
～
十
一

同
上
］

十
二

内
部
格
付
手
法

第
四
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
信
用
リ
ス
ク

十
二

内
部
格
付
手
法

第
四
章
並
び
に
第
五
章
第
一
節
及
び
第
二
節
第
二

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
手
法
を
い
う
。

款
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る

手
法
を
い
う
。

［
十
三
～
二
十
二

略
］

［
十
三
～
二
十
二

同
上
］

二
十
二
の
二

原
資
産
プ
ー
ル

証
券
化
取
引
に
お
い
て
信
用
リ
ス
ク
の
移

［
号
を
加
え
る
。
］

転
の
対
象
と
な
っ
た
全
て
の
原
資
産
の
集
合
を
い
う
。

［
二
十
三
～
七
十
二

略
］

［
二
十
三
～
七
十
二

同
上
］

七
十
三

IRB

プ
ー
ル

裏
付
資
産
の
プ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
当
該
プ
ー
ル
を

七
十
三

適
格
流
動
性
補
完

証
券
化
目
的
導
管
体
が
裏
付
資
産
に
係
る
キ

構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
全
て
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
受
け
取
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

の
を
い
う
。

ャ
ー
の
元
利
払
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

イ

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
同
種
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
内
部
格

事
由
に
よ
り
裏
付
資
産
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
が
証
券
化
エ
ク
ス
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付
手
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
得
て
い
る

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
元
利
払
い
に
不
足
す
る
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
信
用
供

こ
と
。

与
（
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（
ス
タ
ン
ド
バ
イ
契
約
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
ラ
イ
ン
等

ロ

当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
内
部
格
付
手
法
を
適
用
す
る
た
め
に
十

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
債
権
買
取
契
約
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、

分
な
情
報
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

か
つ
、
次
に
掲
げ
る
性
質
の
全
て
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

信
用
供
与
の
条
件
が
契
約
に
よ
り
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

信
用
供
与
の
極
度
額
が
裏
付
資
産
の
処
分
及
び
信
用
補
完
に
よ
り
全

額
の
回
収
が
見
込
ま
れ
る
額
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

信
用
供
与
を
実
行
す
る
以
前
に
生
じ
た
損
失
の
補
填
に
利
用
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
実
際
の
資
金
需
要
と
無
関
係
に
定
期
的
又
は

継
続
的
に
無
条
件
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
な
い
こ

と
。

ニ

デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
裏
付
資
産
に
対
す
る
信
用
補
完
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
裏
付
資
産
の
信
用

力
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ホ

流
動
性
補
完
の
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
格
格

付
機
関
が
格
付
を
付
与
し
て
い
る
場
合
は
、
信
用
供
与
の
実
行
時
に
お

い
て
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
付
与
さ
れ
た
当
該
格
付
が
投

資
適
格
以
上
で
あ
る
と
き
に
限
り
信
用
供
与
が
実
行
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ヘ

流
動
性
補
完
の
提
供
者
が
利
益
を
受
け
う
る
信
用
補
完
が
す
べ
て
利

用
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
以
降
の
信
用
供
与
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
。

ト

証
券
化
取
引
に
お
け
る
他
の
投
資
家
の
権
利
に
劣
後
す
る
も
の
で
は

な
く
、
か
つ
、
債
務
の
繰
延
べ
又
は
放
棄
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
。
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七
十
四

混
合
プ
ー
ル

裏
付
資
産
の
プ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
当
該
プ
ー
ル
を

七
十
四

適
格
な
サ
ー
ビ
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ド
バ
ン
ス

投
資
家
に

構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
前
号
に
掲
げ
る
要

対
す
る
支
払
を
滞
り
な
く
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
約
定
さ
れ
た
額
の

件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

範
囲
内
で
サ
ー
ビ
サ
ー
（
委
託
又
は
再
委
託
に
基
づ
き
、
原
債
権
の
管
理

、
原
債
権
の
債
務
者
に
対
す
る
原
債
権
の
請
求
及
び
回
収
金
の
受
領
事
務

を
受
託
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
十
七
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
行
う
信
用
供
与
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
性
質
を
有
す
る
も
の

を
い
う
。

イ

実
行
し
た
信
用
供
与
の
全
額
に
つ
い
て
裏
付
資
産
か
ら
生
じ
る
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
か
ら
最
優
先
で
返
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

サ
ー
ビ
サ
ー
が
任
意
に
事
前
の
通
知
な
く
し
て
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

七
十
五

S
A

プ
ー
ル

裏
付
資
産
の
プ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
当
該
プ
ー
ル
を
構

七
十
五

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
型
の
早
期
償
還
条
項

次
に
掲
げ
る
性
質
の
す
べ

成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
全
て
が
第
七
十
三
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い

て
を
満
た
す
早
期
償
還
条
項
を
い
う
。

ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
も
の
を
い
う
。

イ

早
期
償
還
が
行
わ
れ
る
場
合
に
十
分
な
償
還
原
資
及
び
流
動
性
を
確

保
す
る
た
め
の
適
切
な
計
画
が
存
在
す
る
こ
と
。

ロ

す
べ
て
の
取
引
期
間
（
早
期
償
還
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
債
務
の
返
済

が
完
了
す
る
ま
で
の
期
間
を
含
む
。
）
に
わ
た
っ
て
、
毎
月
の
一
定
時

点
に
お
け
る
最
終
指
定
親
会
社
等
及
び
投
資
家
の
未
収
債
権
の
残
高
の

割
合
に
応
じ
て
利
息
、
元
本
、
費
用
、
損
失
額
及
び
回
収
額
が
配
分
さ

れ
る
こ
と
。

ハ

早
期
償
還
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
期
間
は
、
当
該
開
始
時
点
に
お

け
る
証
券
化
目
的
導
管
体
の
債
務
総
額
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
償
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還
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
に
十
分
な
程
度

の
長
期
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
。

ニ

ハ
に
定
め
る
期
間
内
の
い
ず
れ
の
時
点
に
お
い
て
も
、
未
償
還
残
高

は
、
当
該
期
間
に
お
い
て
均
等
額
の
償
還
を
行
っ
た
場
合
の
未
償
還
残

高
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

七
十
六

最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

七
十
六

非
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
型
の
早
期
償
還
条
項

早
期
償
還
条
項
の
う
ち

ー
の
裏
付
資
産
の
全
額
に
対
し
て
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又
は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
型
の
早
期
償
還
条
項
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
の
請
求
権
そ
の
他
の
重
要
で
な
い
請
求
権
を
除

き
、
第
一
順
位
の
請
求
権
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
た

だ
し
、
一
の
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
階
層
化
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
優
先
順
位
の
異
な
る
複
数
の
新
た
な
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

を
生
じ
さ
せ
る
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
複
数
の
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
最
も
優
先
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
み

を
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

七
十
六
の
二

［
略
］

七
十
六
の
二

［
同
上
］

七
十
七

適
格
な
サ
ー
ビ
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ド
バ
ン
ス

投
資
家
に

七
十
七

エ
ク
セ
ス
・
ス
プ
レ
ッ
ド

証
券
化
目
的
導
管
体
が
受
け
取
る
収

対
す
る
支
払
を
滞
り
な
く
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
約
定
さ
れ
た
額
の

益
そ
の
他
の
収
入
の
合
計
額
か
ら
、
投
資
家
へ
の
元
利
払
い
の
額
、
サ
ー

範
囲
内
で
サ
ー
ビ
サ
ー
（
委
託
又
は
再
委
託
に
基
づ
き
、
原
資
産
の
管
理

ビ
サ
ー
へ
の
支
払
手
数
料
、
貸
倒
償
却
そ
の
他
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

、
原
資
産
の
債
務
者
に
対
す
る
原
資
産
の
請
求
及
び
回
収
金
の
受
領
事
務

ー
に
対
す
る
元
利
払
い
に
優
先
す
る
証
券
化
目
的
導
管
体
の
費
用
を
控
除

を
受
託
し
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
信
用

し
た
額
の
こ
と
を
い
う
。

供
与
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
性
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

イ

実
行
し
た
信
用
供
与
の
全
額
に
つ
い
て
裏
付
資
産
か
ら
生
じ
る
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
か
ら
最
優
先
で
返
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の
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で
あ
る
こ
と
。

ロ

サ
ー
ビ
サ
ー
が
任
意
に
事
前
の
通
知
な
く
し
て
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

［
七
十
八
～
八
十
五

略
］

［
七
十
八
～
八
十
五

同
上
］

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資

（
内
部
格
付
手
法
又
は
先
進
的
計
測
手
法
の
使
用
開
始
に
伴
う
所
要
自
己
資

本
の
下
限
）

本
の
下
限
）

第
十
三
条

［
略
］

第
十
三
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二

４

第
一
項
の
「
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
」
と
は
、
第
二

条
各
号
及
び
第
二
条
の
二
第
一
項
の
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

条
各
号
及
び
第
二
条
の
二
第
一
項
の
算
式
の
分
母
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
第
五
条
第
二
項
各
号
、
第
六
条
第
二
項
各
号
及
び
第

乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
第
五
条
第
二
項
各
号
、
第
六
条
第
二
項
各
号
及
び
第

七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い

七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
計
算
す
る
場
合
に
お
い

て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
の
う
ち
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る

て
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始

部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
内
部
格
付
手
法
の
使
用
を
開
始
し
た
日
の
直

し
た
日
の
直
前
に
用
い
て
い
た
手
法
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指

前
に
用
い
て
い
た
手
法
（
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に

定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手
法
を
い
い
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用

あ
っ
て
は
標
準
的
手
法
を
い
い
、
先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親

最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手
法
を
含
む
。
）
と
し
、
当
該
部
分

会
社
に
あ
っ
て
は
標
準
的
手
法
を
含
む
。
）
と
し
、
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
部

以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り

分
の
う
ち
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
最
終
指
定

算
出
し
た
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該

親
会
社
を
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
と
み
な
し
て
第
五
章
に
定
め

計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
判
定
さ
れ
た
手
法
と
し
、
こ
れ
ら
の
部
分
以
外
の
部
分
に

つ
い
て
は
現
在
用
い
て
い
る
手
法
と
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
の

合
計
額
か
ら
同
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
額
に
つ
き
当
該
計
算
方
法
に
よ
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り
算
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

［
５
・
６

略
］

［
５
・
６

同
上
］

（
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

（
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
の
合
計
額
）

の
額
の
合
計
額
）

第
十
四
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

第
十
四
条

［
同
上
］

の
額
の
合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
六

節
に
お
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
又
は
与
信
相
当
額
の
算
出
方
法
が
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
節
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

一

第
二
節
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
資
産
の
額
並
び
に
第
三

一

第
二
節
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
資
産
の
額
又
は
第
三
節
に

節
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
並
び
に
第
四
節
の
派
生
商
品
取
引
及
び
長
期

定
め
る
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
若
し
く
は
第
四
節
に
定
め
る
派
生
商
品
取

決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
に
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
第
五
十
五
条
の

引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
に
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
第

規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

五
十
五
条
及
び
第
二
百
二
十
四
条
か
ら
第
二
百
三
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ

り
算
出
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

二

第
五
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

［
号
を
加
え
る
。
］

ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

三

［
略
］

二

［
同
上
］

四

［
略
］

三

［
同
上
］

（
格
付
等
の
使
用
基
準
の
設
定
）

（
格
付
等
の
使
用
基
準
の
設
定
）

第
十
六
条

［
略
］

第
十
六
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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４

こ
の
章
に
お
い
て
格
付
、
個
別
格
付
（
特
定
の
債
務
に
付
与
さ
れ
た
格
付

４

こ
の
章
及
び
第
五
章
第
二
節
第
一
款
に
お
い
て
格
付
、
個
別
格
付
（
特
定

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
債
務
者
信
用
力
格
付
（
債
務
者
の
一
般
的
な
債

の
債
務
に
付
与
さ
れ
た
格
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
債
務
者
信
用
力
格

務
返
済
能
力
に
関
す
る
格
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
短
期
格
付
（
以
下

付
（
債
務
者
の
一
般
的
な
債
務
返
済
能
力
に
関
す
る
格
付
を
い
う
。
以
下
同

こ
の
項
に
お
い
て
「
格
付
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク

じ
。
）
、
短
期
格
付
又
は
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク
・
ス
コ
ア
と
は
、
そ
れ
ぞ

・
ス
コ
ア
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
設
け
る

れ
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
設
け
る
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準

第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
お
い
て
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会

に
お
い
て
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
用
い
る
こ
と
が
可
能

社
が
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
格
付
又
は
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク
・
ス
コ
ア
を

な
格
付
又
は
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク
・
ス
コ
ア
を
い
い
、
当
該
基
準
に
お
い

い
い
、
当
該
基
準
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
格
付
又
は
カ
ン
ト
リ
ー

て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
格
付
又
は
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク
・
ス
コ
ア
が
な

・
リ
ス
ク
・
ス
コ
ア
が
な
い
場
合
に
は
、
無
格
付
と
す
る
。

い
場
合
に
は
、
無
格
付
と
す
る
。

（
不
動
産
取
得
等
事
業
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
不
動
産
取
得
等
事
業
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
三
十
七
条

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か

第
三
十
七
条

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
不
動
産
の
取
得
又
は
運
用
を
目
的
と
し
た
事
業
に
対
す
る
法
人
等

わ
ら
ず
、
不
動
産
の
取
得
又
は
運
用
を
目
的
と
し
た
事
業
に
対
す
る
法
人
等

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
中
小
企
業
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
個

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
中
小
企
業
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
個

人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
返
済
が
専
ら
当
該
不
動
産
か
ら
の

人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
、
返
済
が
専
ら
当
該
不
動
産
か
ら
の

賃
料
そ
の
他
の
収
入
に
依
存
し
て
い
る
も
の
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除

賃
料
そ
の
他
の
収
入
に
依
存
し
て
い
る
も
の
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除

く
。
第
二
百
四
十
五
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
に
お
い
て
「
不
動
産
取
得
等

く
。
）
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
第
三
十
二
条
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定

事
業
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、

に
よ
り
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
場
合
を
除
き
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る

第
三
十
二
条
又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る

。

場
合
を
除
き
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
）

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み
な
し
計
算
）

第
四
十
三
条
の
四

［
略
］

第
四
十
三
条
の
四

［
同
上
］
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２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
エ

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会

総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会

社
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
十

社
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
十

四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
掲
げ
る
額
の

四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
掲
げ
る
額
の

合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の

合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の

合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当

合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当

額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取

に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取

引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以

引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以

外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相

外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相

当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
第
三
者
が
判
定
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
第
三
者
が
判
定
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
を
用
い
て
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ

ト
を
用
い
て
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
を
当

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
を
当

該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親

該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親

会
社
と
み
な
し
て
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

会
社
と
み
な
し
て
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
三
号
に
掲
げ
る

、
同
条
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個

額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個

々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る

々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
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調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・

調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い

ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い

た
上
で
、
同
節
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与

た
上
で
、
同
節
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与

信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に

信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い

掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品

取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の

取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の

与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
エ

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
当
該

総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ
き
当
該

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の

構
成
を
想
定
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親

構
成
を
想
定
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親

会
社
を
当
該
構
成
に
よ
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み

会
社
を
当
該
構
成
に
よ
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み

な
し
て
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

な
し
て
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
三
号
に
掲
げ
る
額

「
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額

を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の

を
除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の

は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項

は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま

各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当

該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派

該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
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生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間

生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間

取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
８
～

略
］

［
８
～

同
上
］

10

10

（
簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
）

（
簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
）

第
六
十
五
条

簡
便
手
法
を
用
い
る
場
合
の
適
格
金
融
資
産
担
保
は
、
次
に

第
六
十
五
条

［
同
上
］

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

適
格
格
付
機
関
が
格
付
を
付
与
し
て
い
る
債
券
で
あ
っ
て
、
次
の
イ

四

［
同
上
］

か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
前
号
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

イ
に
掲
げ
る
債
券
以
外
の
債
券
で
あ
っ
て
、
適
格
格
付
機
関
に
よ
り

ロ

イ
に
掲
げ
る
債
券
以
外
の
債
券
で
あ
っ
て
、
適
格
格
付
機
関
に
よ
り

付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
（
第
三
十
条
又
は
第

付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
（
第
三
十
条
又
は
第

三
十
一
条
に
掲
げ
る
主
体
の
発
行
す
る
債
券
に
付
与
さ
れ
た
格
付
に
つ

三
十
一
条
に
掲
げ
る
主
体
の
発
行
す
る
債
券
に
付
与
さ
れ
た
格
付
に
つ

い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。
次
号

い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。
次
号

及
び
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
２
䢭
２
、
４
䢭

及
び
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
２
䢭
２
、
４
䢭

３
又
は
６
䢭

（
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
す
る
も
の
を

３
又
は
６
䢭
３
（
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
す
る
も
の
を

10

除
く
。
）
以
上
で
あ
る
も
の

除
く
。
）
以
上
で
あ
る
も
の

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
五
～
七

略
］

［
五
～
七

同
上
］
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（
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
）

（
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
）

第
七
十
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ

第
七
十
条

［
同
上
］

ィ
調
整
率
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
包
括
的
手
法
の
計
算
の
対
象
と
す
る

取
引
に
つ
い
て
毎
営
業
日
の
時
価
評
価
又
は
担
保
額
調
整
を
行
っ
て
お
り
、

か
つ
、
保
有
期
間
（
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
を
計
算
す
る
際
に
、
当
該
資

産
を
保
有
す
る
と
仮
定
す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
目
か
ら
第
四
目
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
営
業
日
の
と
き
に
用
い
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整

率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

一

適
格
金
融
資
産
担
保
が
債
券
で
あ
る
場
合

適
格
格
付
機
関
が
債
券

一

［
同
上
］

に
付
与
し
た
格
付
そ
の
他
の
条
件
、
債
券
の
残
存
期
間
及
び
発
行
体
に

応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

適
格
格
付
機
関
の
格

残
存
期
間

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

適
格
格
付
機
関
の
格

残
存
期
間

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

付
に
対
応
す
る
信
用

付
に
対
応
す
る
信
用

リ
ス
ク
区
分
等

特
定
の
発

特
定
の
発

証
券
化
エ

リ
ス
ク
区
分
等

特
定
の
発

特
定
の
発

証

券

化

エ

行
体
の
場

行
体
以
外

ク
ス
ポ
ー

行
体
の
場

行
体
以
外

ク

ス

ポ

ー

合
（
パ
ー

の
発
行
体

ジ
ャ
ー
の

合
（
パ
ー

の
発
行
体

ジ

ャ

ー

の

セ
ン
ト
）

で
あ
っ
て

場
合
（
パ

セ
ン
ト
）

で
あ
っ
て

場

合

（

パ

証
券
化
エ

ー
セ
ン
ト

証
券
化
エ

ー

セ

ン

ト

ク
ス
ポ
ー

）

ク
ス
ポ
ー

）

ジ
ャ
ー
以

ジ
ャ
ー
以
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外
の
場
合

外
の
場
合

（
パ
ー
セ

（
パ
ー
セ

ン
ト
）

ン
ト
）

信
用
リ
ス
ク
区
分
が
１

一
年
以
下

〇
・
五

一

二

信
用
リ
ス
ク
区
分
が

一
年
以
下

〇
・
五

一

二

䢣
１
、
２
䢣
１
、
４
䢣

１
䢣
１
、
２
䢣
１
、

１
、
５
䢣
１
、
６
䢣
１

一
年
超
五

二

四

八

４
䢣
１
、
５
䢣
１
、

一
年
超
五

二

四

八

、
６
䢣
２
、
６
䢣
３
、

年
以
下

６
䢣
１
若
し
く
は
７

年
以
下

６
䢣
４
若
し
く
は
７
䢣

䢣
１
の
場
合
又
は
第

１
の
場
合
又
は
第
六
十

五
年
超

四

八

十
六

六
十
五
条
第
三
号
に

五
年
超

四

八

十
六

五
条
第
三
号
に
該
当
す

該
当
す
る
場
合

る
場
合

信
用
リ
ス
ク
区
分
が

一
年
以
下

一

二

四

信
用
リ
ス
ク
区
分
が

一
年
以
下

一

二

四

１
䢣
２
、
１
䢣
３
、

１
䢣
２
、
１
䢣
３
、

２
䢣
２
、
４
䢣
２
、

一
年
超
五

三

六

十
二

２
䢣
２
、
４
䢣
２
、

一
年
超
五

三

六

十
二

４
䢣
３
、
５
䢣
２
、

年
以
下

４
䢣
３
、
５
䢣
２
、

年
以
下

５
䢣
３
、
６
䢣
５
、

５
䢣
３
、
６
䢣
２
、

６
䢣
６
、
６
䢣
７
、

五
年
超

六

十
二

二
十
四

６
䢣
３
、
７
䢣
２
若

五
年
超

六

十
二

二
十
四

６
䢣
８
、
６
䢣
９
、

し
く
は
７
䢣
３
の
場

６
䢣

、
７
䢣
２
若

合
又
は
第
六
十
五
条

10

し
く
は
７
䢣
３
の
場

第
五
号
の
条
件
を
満



- 15 -

合
又
は
第
六
十
五
条

た
す
場
合

第
五
号
の
条
件
を
満

た
す
場
合

［
略
］

［
同
上
］

（
注
）

［
略
］

（
注
）

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
を
提
供
し
た
場
合
）

（
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
を
提
供
し
た
場
合
）

第
百
十
二
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ト
ゥ
・

第
百
十
二
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ト
ゥ
・

デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン

デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン

を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
提
供
対
象
と
な
り
得
る
複
数

を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
適
格
格
付
機
関
が
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ

の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

バ
テ
ィ
ブ
に
格
付
を
付
与
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終

を
上
限
と
し
て
合
計
し
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
与
信
相
当

指
定
親
会
社
は
、
当
該
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
提
供
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

額
に
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア

ー
に
つ
い
て
第
五
章
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
リ
ス
ク

セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
項
を
削
る
。
］

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
適
格
格
付
機
関
が
格
付
を
付
与
し
て

い
な
い
と
き
は
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ

ン
の
提
供
対
象
と
な
り
う
る
複
数
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト
を
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
合
計
し
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ

ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
与
信
相
当
額
に
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
ず
る
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こ
と
に
よ
り
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
を
提
供
し
た
場
合
）

（
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
を
提
供
し
た
場
合
）

第
百
十
四
条

第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社

第
百
十
四
条

第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社

が
セ
カ
ン
ド
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
よ

が
セ
カ
ン
ド
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
よ

っ
て
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

っ
て
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
中
「
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト

に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ

・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
」
と
あ
る
の
は
「
セ
カ
ン
ド
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク

ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
」
と
あ
る
の
は
「
セ
カ
ン
ド
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル

レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
」
と
、
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算

ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
信
用
リ
ス
ク

出
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ

出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
提
供
対
象
と
な
り
う

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
プ
ロ
テ

る
複
数
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
提
供
対
象
と
な
り
う
る
複
数
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、

ブ
の
想
定
元
本
額
を
限
度
と
し
て
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
の
リ
ス
ク
・
ウ

当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
想
定
元
本
額
を
限
度
と
し
て
プ
ロ
テ

ェ
イ
ト
を
適
用
し
た
と
き
に
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
削
減
効
果
が

ク
シ
ョ
ン
提
供
者
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
し
た
と
き
に
信
用
リ
ス
ク

最
も
小
さ
い
一
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
削
減
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
削
減
効
果
が
最
も
小
さ
い
一
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

つ
い
て
削
減
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で

る
。

き
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
額
の
合
計
額
）

ト
の
額
の
合
計
額
）

第
百
二
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア

第
百
二
十
八
条

［
同
上
］

セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。
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一

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業

一

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
事
業

法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

及
び
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア

、
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（
第
百
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定

て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
購
入
債
権
、
リ
ー
ス
料
（

す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
）
、
同
時
決
済
取
引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に

第
百
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
料
を
い
う
。
）
、
同
時
決
済

係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
三
条
第
一

取
引
及
び
非
同
時
決
済
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含

項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
LG
D

方
式
の
適
用
対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ

む
。
）
、
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
るP

D
/
L
GD

方
式
の
適
用

ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

対
象
と
な
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
期
待
損
失
額
に
千
二
百
五
十

イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
百
五
十
六
条

る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
並
び
に
特
定
項
目
の
う
ち
第
二
条
第
一

の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
並
び
に

号
の
算
式
に
お
け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の

特
定
項
目
の
う
ち
第
二
条
第
一
号
の
算
式
に
お
け
る
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ

額
に
算
入
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ｒ
１
資
本
に
係
る
調
整
項
目
の
額
に
算
入
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
係
る
エ

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
そ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇

の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見
積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・

六
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
そ
の
他
資
産
及
び
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
見

ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

積
残
存
価
額
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

第
五
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

［
号
を
加
え
る
。
］

ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

）
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第
百
三
十
四
条

［
略
］

第
百
三
十
四
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

事
業
法
人
等
向
け
の
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
オ
フ
・

［
項
を
加
え
る
。
］

バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
の
う
ち
、
実
行
済
み
の
信
用
供
与
の
み
が
証
券
化
取

引
の
原
資
産
と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定

親
会
社
は
、
譲
渡
さ
れ
た
当
該
実
行
済
み
の
信
用
供
与
に
対
応
す
る
未
実

行
部
分
の
全
て
に
つ
い
て
追
加
引
出
額
の
可
能
性
を
考
慮
し
てE

A
D

を
推
計

し
、
当
該E

A
D

を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。

６

［
略
］

５

［
同
上
］

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D
）

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

）

第
百
四
十
二
条

［
略
］

第
百
四
十
二
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

リ
テ
ー
ル
向
け
の
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
オ
フ
・
バ
ラ

３

適
格
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
リ
テ
ー
ル
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
オ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
資
産
項
目
の
う
ち
、
実
行
済
み
の
信
用
供
与
の
み
が
証
券
化
取
引
の
原

ン
ス
資
産
項
目
の
う
ち
、
実
行
済
の
信
用
供
与
の
み
が
証
券
化
取
引
の
原
資

資
産
と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は

産
と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、

、
譲
渡
さ
れ
た
当
該
実
行
済
み
の
信
用
供
与
に
対
応
す
る
未
実
行
部
分
の
全

譲
渡
人
の
持
分
に
係
る
未
実
行
部
分
に
つ
い
て
追
加
引
出
額
の
可
能
性
を
考

て
に
つ
い
て
追
加
引
出
額
の
可
能
性
を
考
慮
し
てEA

D

を
推
計
し
、
当
該E

A
D

慮
し
てE

A
D

を
推
計
し
、
当
該E

AD

を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
項
を
削
る
。
］

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
に
係
るE

A
D

は
、
証
券
化
取
引
の
原
資
産
と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
実
行
済
の
信
用
供
与
に
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対
応
す
る
未
実
行
部
分
全
体
のE

A
D

に
、
当
該
証
券
化
取
引
に
お
い
て
内
部

格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
部
分
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ

た
値
と
す
る
。

４

［
略
］

５

［
同
上
］

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
み
な
し
計
算
）

ト
の
み
な
し
計
算
）

第
百
四
十
四
条

［
略
］

第
百
四
十
四
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
保

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有

有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指

の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定

定
親
会
社
を
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て

親
会
社
を
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
第
百

、
第
百
二
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

二
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
掲
げ
る

掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
四
号
に
掲
げ
る
額
を

額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
（
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。

除
く
。
）
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

）
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含

額
を
含
む
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
も
の
と

む
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
含
む
も
の
と
し
、
第

し
、
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相

二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と

手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
四
条
第
六
項
又
は
第

す
る
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
四
条
第
五
項
又
は
第
百
四
十

百
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
るE

A
D

に
一
・
五
を
乗
じ
て

二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
るE

A
D

に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

得
た
額
を
当
該
派
生
商
品
取
引
のE

A
D

と
し
て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア

を
当
該
派
生
商
品
取
引
のE

A
D

と
し
て
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

の
額
と
す
る
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
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」
と
あ
る
の
は
「
と
、
同
条
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与

る
の
は
「
と
、
同
条
第
一
号
中
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当

信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に

額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い

者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生

に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品

引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以

取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の

外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相

与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「

当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
（

同
章
第
二
節
第
二
款
第
三
目
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
よ
り
当

該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
し
た
も
の

に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ

４

［
同
上
］

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
裏
付
け
と
な

る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
当
該

各
号
に
定
め
る
手
法
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

三

前
号
に
規
定
す
る
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等

に
含
ま
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

第
二
百
三
十
四
条
に
規
定

す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式

５

［
略
］

５

［
同
上
］

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等

６

［
同
上
］
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の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て

、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
と

ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
と

み
な
し
て
、
第
百
二
十
八
条
の
規
定
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

み
な
し
て
、
第
百
二
十
八
条
の
規
定
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
信
用
リ
ス
ク
・

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計

ア
セ
ッ
ト
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
（
同
章
第
二

額
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て

節
第
二
款
第
三
目
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
よ
り
当
該
証
券
化

は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
し
た
も
の
に
限
る
。

を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
）
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ

）
の
額
（
当
該
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適

り
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ

用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す

っ
て
は
、
第
二
百
三
十
四
条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。

る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

）
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

前
項
の
第
三
者
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手

前
項
の
第
三
者
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手

法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
と
み
な
し
て
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る

法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
と
み
な
し
て
、
第
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
額
の
合
計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は

「
額
（
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額

「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
と
し
、
当
該
合
計
額

の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・

の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
資
産
及
び
取
引
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
第
六

ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
る
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
、
「
第
六

節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
六
節
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当

節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
六
節
」
と
、
「
同
節
」
と
あ
る
の
は
「
当
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該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、
同
節
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
節
」
と
あ

ト
と
し
て
用
い
た
上
で
、
同
節
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
節
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
章
第
二
節
」
と
、
「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第

る
の
は
「
第
三
章
第
二
節
」
と
、
「
第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第

三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信

三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信

相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百

相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当
額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百

四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す

四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す

る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン

る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五

ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五

を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与

を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商
品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与

信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え

信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取
引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

７

［
略
］

７

［
同
上
］

８

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
保

８

［
同
上
］

有
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

ッ
ト
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
資
産
運
用
基
準
に
基
づ

き
当
該
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
総
額
が
最
大
と
な
る
裏
付
け
と
な
る
資

産
等
の
構
成
を
想
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
、
当
該
構
成
に
お
け
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
裏
付
け
と
な
る
資
産
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分

に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親

会
社
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し

会
社
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
直
接
保
有
す
る
者
と
み
な
し



- 23 -

て
、
第
百
二
十
八
条
の
規
定
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用

て
、
第
百
二
十
八
条
の
規
定
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と

ト
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
（
同
章
第
二
節
第
二
款

あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
」
と

第
三
目
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
よ
り
当
該
証
券
化
エ
ク
ス

あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
っ
て
は

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」

、
第
二
百
三
十
四
条
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
限
る
。
）
に
よ

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

三

前
二
号
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
を
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
と
み
な
し
て
、
第

を
直
接
保
有
す
る
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
と
み
な
し
て
、
第

十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
額
の
合

十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
額
の
合

計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の

計
額
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
額
（
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）
の

合
計
額
を
い
う
」
と
、
「
第
六
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
六
節
」
と

合
計
額
を
い
う
」
と
、
「
第
六
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
六
節
」
と

、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
二
節
」
と
、
「

、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
二
節
」
と
、
「

第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の

第
三
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
三
節
」
と
、
「
第
四
節
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当

は
「
第
三
章
第
四
節
」
と
、
「
与
信
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
与
信
相
当

額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ

額
（
当
該
派
生
商
品
取
引
に
第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る

る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生

場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
、
当
該
派
生

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商

商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
派
生
商

品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取

品
取
引
以
外
の
派
生
商
品
取
引
の
与
信
相
当
額
並
び
に
長
期
決
済
期
間
取

引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

引
の
与
信
相
当
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
９
～

略
］

［
９
～

同
上
］

11

11
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（
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ

（
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス

ス
ク
相
当
部
分
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
）

ク
相
当
部
分
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

）

第
百
四
十
七
条

［
略
］

第
百
四
十
七
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
百
三
十
三
条
の
規

４

先
進
的
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
百
三
十
三
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
デ

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
デ

フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
相
当
部
分
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す

フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
相
当
部
分
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す

る
に
当
た
っ
て
、L

G
D

の
推
計
値
に
代
え
て
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ

る
に
当
た
っ
て
、L

G
D

の
推
計
値
に
代
え
て
適
格
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル
に
対
応
す
る
長
期
的
な
損
失
率
（
以
下
「
長
期

ポ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル
に
対
応
す
る
長
期
的
な
損
失
率
（
以
下
「
長
期
的
な
損

的
な
損
失
率
」
と
い
う
。
）
をP

D
で
除
し
た
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

失
率
」
と
い
う
。
）
をP

D

で
除
し
た
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

。
た
だ
し
、
長
期
的
な
損
失
率
をP

D

で
除
し
て
得
た
値
は
、
第
百
九
十
四

、
長
期
的
な
損
失
率
をP

D

で
除
し
て
得
た
値
は
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項
第

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
を
下
回
っ

一
号
に
規
定
す
る
長
期
平
均
デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な

て
は
な
ら
な
い
。

い
。

［
５
～
９

略
］

［
５
～
９

同
上
］

（
購
入
債
権
に
お
け
る
保
証
の
取
扱
い
）

（
購
入
債
権
に
お
け
る
保
証
の
取
扱
い
）

第
百
五
十
条

［
略
］

第
百
五
十
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

購
入
債
権
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
又
は
希
薄
化
リ
ス
ク
か
ら
生
じ
る
損

５

購
入
債
権
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
又
は
希
薄
化
リ
ス
ク
か
ら
生
じ
る
損

失
額
に
つ
い
て
最
劣
後
の
信
用
補
完
を
提
供
す
る
た
め
に
購
入
債
権
を
被
担

失
額
に
つ
い
て
最
劣
後
の
信
用
補
完
を
提
供
す
る
た
め
に
購
入
債
権
を
被
担

保
債
権
と
す
る
担
保
、
部
分
的
な
保
証
そ
の
他
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が

保
債
権
と
す
る
担
保
、
部
分
的
な
保
証
そ
の
他
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が

付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は

付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
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、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
証
券
化
取
引
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み

ト
の
額
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
証
券
化
取
引
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な

な
し
、
最
劣
後
部
分
に
対
し
て
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
提
供
さ
れ
た
も
の

し
、
最
劣
後
部
分
に
対
し
て
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
提
供
さ
れ
た
も
の
と

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
デ

し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
デ
フ

フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
及
び
希
薄
化
リ
ス
ク
か
ら
生
じ
る
損
失
額
に
つ
い
て
最

ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
及
び
希
薄
化
リ
ス
ク
か
ら
生
じ
る
損
失
額
に
つ
い
て
最
劣

劣
後
の
信
用
補
完
を
提
供
す
る
場
合
で
、
証
券
化
取
引
が
行
わ
れ
た
も
の
と

後
の
信
用
補
完
を
提
供
す
る
場
合
で
、
指
定
関
数
方
式
を
用
い
て
信
用
リ
ス

み
な
し
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
と
き
は
、
第
二
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定

ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
第
五
章
第
二
節
第
二
款
第
二
目
に
規
定
す
る
内
部
格
付

に
か
か
わ
ら
ず
、
裏
付
資
産
の
加
重
平
均L

G
D

（L
G
D

）
は
次
の
算
式
に
よ
り

手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
と
き
は
、
第
二

算
出
す
る
値
を
い
う
も
の
と
す
る
。

百
三
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
裏
付
産
の
加
重
平
均L

GD

（L

GD

）
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
す
る
値
を
い
う
も
の
と
す
る
。

６

購
入
債
権
に
係
る
取
引
が
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
場

［
項
を
加
え
る
。
］

合
で
あ
っ
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
同
号
に
規
定
す
る

譲
渡
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
譲

渡
し
た
債
権
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
部
分
を
証
券
化
取
引
に
お
け
る
最
劣
後
部

分
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
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７

［
略
］

６

［
同
上
］

第
五
章

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い

第
五
章

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い

第
一
節

総
則

第
一
節

総
則

（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

第
二
百
二
十
四
条

第
三
章
及
び
前
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
化
エ
ク

第
二
百
二
十
四
条

第
三
章
及
び
前
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
計
算
は
、
こ
の
章
に
定
め
る

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
計
算
は
、
こ
の
章
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
前
章
の
規
定
の
う
ち
、
第
百
十
七
条
、
第
百
二

と
こ
ろ
に
よ
る
。

十
条
及
び
第
百
二
十
一
条
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会

社
が
第
二
節
第
二
款
第
二
目
に
規
定
す
る
内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
を
用
い

て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
第

二
百
三
十
二
条
第
一
項
のK

I
R
B

及
び
同
条
第
八
項
に
掲
げ
る
算
式
のK

I
R
B

を
算

出
す
る
に
当
た
っ
て
行
う
内
部
格
付
手
法
に
よ
る
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資

本
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
百
二
十
五
条

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
し
た
額
を
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
証
券
化
取
引
に
伴
い
増
加
し
た
自
己
資
本
に
相
当
す
る
額
は
除
く

。一

こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
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ト
が
適
用
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

二

信
用
補
完
機
能
を
持
つI

/
O

ス
ト
リ
ッ
プ
ス

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
個
別
貸
倒
引
当
金
が
設
け
ら
れ
て
い

る
場
合
は
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
額
か
ら
当
該
個
別
貸
倒
引
当
金
の
額
を
差
し
引
く
こ

と
が
で
き
る
。

（
原
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

（
原
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

第
二
百
二
十
五
条

最
終
指
定
親
会
社
等
は
、
資
産
譲
渡
型
証
券
化
取
引
の
オ

第
二
百
二
十
六
条

最
終
指
定
親
会
社
等
は
、
資
産
譲
渡
型
証
券
化
取
引
の
オ

リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
を

リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
を

満
た
さ
な
い
と
き
は
、
原
資
産
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算

満
た
さ
な
い
と
き
は
、
原
資
産
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算

出
す
る
も
の
と
す
る
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
が
原
資
産
に
対
し
て
有
効
な
支
配
権
を
有
し

二

当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
が
原
資
産
に
対
し
て
有
効
な
支
配
権
を
有
し

て
お
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
等
の
倒
産
手
続
等
に
お
い
て
も
当
該
最
終

て
お
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
等
の
倒
産
手
続
等
に
お
い
て
も
当
該
最
終

指
定
親
会
社
等
又
は
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
の
債
権
者
の
支
配
権
が
及

指
定
親
会
社
等
又
は
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
の
債
権
者
の
支
配
権
が
及

ば
な
い
よ
う
に
、
原
資
産
が
法
的
に
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
か
ら
隔
離

ば
な
い
よ
う
に
、
原
資
産
が
法
的
に
当
該
最
終
指
定
親
会
社
等
か
ら
隔
離

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
か
か
る
状
態
に
つ
い
て
適
切
な
弁
護
士
等
（
弁
護

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
か
か
る
状
態
に
つ
い
て
適
切
な
弁
護
士
等
（
弁
護

士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
及
び

士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
及
び

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和

六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
に
定
め
る
外
国
弁
護
士
を

六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
に
定
め
る
外
国
弁
護
士
を

い
う
。
次
項
第
三
号
並
び
に
第
二
百
四
十
五
条
の
二
第
三
項
第
九
号
及
び

総
称
し
て
い
う
。
）
に
よ
る
意
見
書
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合

第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
意
見
書
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。

に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
有
効
な
支
配
権
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
有
効

を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

な
支
配
権
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

原
資
産
の
譲
渡
契
約
に
お
い
て
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
条
項

五

［
同
上
］

の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

原
資
産
の
信
用
力
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社

イ

原
資
産
の
平
均
的
な
信
用
力
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
当
該
最
終
指

等
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る
資
産
を
交

定
親
会
社
等
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る

換
す
る
よ
う
義
務
付
け
る
条
項
。
た
だ
し
、
原
資
産
を
独
立
し
た
無
関

資
産
を
交
換
す
る
よ
う
義
務
付
け
る
条
項
。
た
だ
し
、
原
資
産
を
独
立

係
の
第
三
者
に
対
し
て
市
場
価
額
で
売
却
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

し
た
無
関
係
の
第
三
者
に
対
し
て
市
場
価
額
で
売
却
す
る
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

当
該
証
券
化
取
引
に
係
る
契
約
に
お
い
て
、
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

［
号
を
加
え
る
。
］

げ
る
条
件
の
全
て
を
満
た
す
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
・
コ
ー
ル
に
係
る
条
項
又

は
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
取
引
の
終
了
を
定
め
る

条
項
を
除
き
、
当
該
証
券
化
取
引
を
早
期
に
終
了
さ
せ
る
権
利
又
は
条
件

を
定
め
た
条
項
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
。

八

一
以
上
の
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
の
信
用
供
与
を
原
資
産
に
含
む
証
券
化
取

［
号
を
加
え
る
。
］

引
に
係
る
契
約
に
お
い
て
、
当
該
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
の
信
用
供
与
に
係
る

当
該
最
終
指
定
親
会
社
の
持
分
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
効
果
の
い
ず
れ
か

を
も
た
ら
す
早
期
償
還
条
項
又
は
こ
れ
に
類
す
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い
な
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い
こ
と
。

イ

当
該
最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
持
分
が
当
該
最
終
指
定
親
会
社

以
外
の
投
資
家
の
持
分
に
優
先
す
る
状
況
又
は
当
該
投
資
家
の
持
分
と

同
順
位
に
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
の
持
分
を
当

該
投
資
家
の
持
分
よ
り
も
劣
後
さ
せ
る
変
更

ロ

当
該
最
終
指
定
親
会
社
の
持
分
が
当
該
証
券
化
取
引
に
お
け
る
劣
後

部
分
を
構
成
す
る
状
況
に
お
い
て
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
の
持
分
を

当
該
証
券
化
取
引
の
他
の
当
事
者
の
持
分
よ
り
も
更
に
劣
後
さ
せ
る
変

更
ハ

イ
及
び
ロ
以
外
の
方
法
に
よ
り
当
該
最
終
指
定
親
会
社
の
持
分
の
損

失
リ
ス
ク
を
増
加
さ
せ
る
変
更

九

［
略
］

七

［
同
上
］

２

第
三
章
第
六
節
の
規
定
は
、
前
項
第
六
号
、
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号
に

２

第
三
章
第
六
節
の
規
定
は
、
前
項
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
又
は
次
に
掲

掲
げ
る
条
件
又
は
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
場
合
を
除

げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
場
合
を
除
き
、
合
成
型
証
券
化
取
引

き
、
合
成
型
証
券
化
取
引
に
お
け
る
原
資
産
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
の
削
減

に
お
け
る
原
資
産
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
の
削
減
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
節
中
「
標
準
的
手
法
採
用

の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
条
第
一
号
中
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る

最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
指
定
親
会
社
」
と
、
第
九
十
条
第

の
は
「
原
資
産
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
最
も
残
存
期
間
が

一
号
中
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す

長
い
も
の
」
と
、
第
九
十
八
条
第
二
号
中
「
関
連
会
社
等
を
含
む
。
」
と
あ

る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
最
も
残
存
期
間
が
長
い
も
の
」
と
、
第
九
十

る
の
は
「
関
連
会
社
等
を
含
み
、
証
券
化
目
的
導
管
体
を
除
く
。
」
と
読
み

八
条
第
二
号
中
「
関
連
会
社
等
を
含
む
」
と
あ
る
の
は
「
関
連
会
社
等
を
含

替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
、
証
券
化
目
的
導
管
体
を
除
く
」
と
、
第
百
七
条
及
び
第
百
八
条
中
「
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す

る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
」
と
読
み
替
え
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る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

原
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
の
移
転
に
係
る
契
約
に
お
い
て
次
の
イ
か
ら
ホ

二

［
同
上
］

ま
で
に
掲
げ
る
条
項
又
は
こ
れ
に
類
す
る
移
転
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
の
量

を
制
限
す
る
そ
の
他
の
条
項
を
含
ま
な
い
こ
と
。

イ

リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
の
信
用
供
与
を
原
資
産
プ
ー
ル
に
含
む
証
券
化
取

イ

信
用
事
由
が
生
じ
た
場
合
で
も
保
証
、
担
保
権
又
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ

引
に
お
け
る
最
終
指
定
親
会
社
の
持
分
を
実
質
的
に
劣
後
さ
せ
る
効
果

ン
の
支
払
が
実
行
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
水
準
に
下
限
を
設
定
す
る

を
も
た
ら
す
早
期
償
還
条
項
、
信
用
事
由
が
生
じ
た
場
合
で
も
保
証
、

条
項
、
若
し
く
は
原
資
産
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
力

担
保
権
若
し
く
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
支
払
が
実
行
さ
れ
な
い
と
見
込

の
低
下
に
伴
い
信
用
補
完
の
提
供
が
終
了
す
る
条
項
又
は
こ
れ
ら
に
類

ま
れ
る
水
準
に
下
限
を
設
定
す
る
条
項
、
原
資
産
を
構
成
す
る
エ
ク
ス

す
る
信
用
リ
ス
ク
の
移
転
を
重
大
な
程
度
に
制
限
す
る
そ
の
他
の
条
項

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
力
の
低
下
に
伴
い
信
用
補
完
の
提
供
が
終
了
す
る

条
項
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
信
用
リ
ス
ク
の
移
転
を
重
大
な
程
度
に
制

限
す
る
そ
の
他
の
条
項

［
ロ
～
ホ

略
］

［
ロ
～
ホ

同
上
］

三

［
略
］

三

［
同
上
］

３

前
二
項
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
証
券
化
取
引
が
早
期
償
還
条
項
を
有
す

［
項
を
加
え
る
。
］

る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
早
期
償
還
条
項
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
最
終
指
定
親
会
社
は
、
原

資
産
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

。一

原
資
産
の
補
充
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
の
取
引
で
あ
っ
て
、
原
資
産
の
補

充
が
停
止
し
、
か
つ
、
早
期
償
還
に
よ
り
最
終
指
定
親
会
社
が
新
規
の
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
裏
付
資
産
に
追
加
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
場
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合
二

原
資
産
に
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
の
信
用
供
与
が
含
ま
れ
る
早
期
償
還
条
項

を
有
す
る
証
券
化
取
引
の
う
ち
、
タ
ー
ム
型
（
信
用
供
与
の
期
間
及
び
額

が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
の
信
用
供
与
と
類
似
し
た
構
造
を

持
ち
、
原
資
産
の
リ
ス
ク
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
最
終
指
定
親
会
社

に
遡
及
せ
ず
、
か
つ
、
早
期
償
還
の
実
施
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
最

終
指
定
親
会
社
の
権
利
を
実
質
的
に
劣
後
さ
せ
な
い
場
合

三

最
終
指
定
親
会
社
が
一
以
上
の
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
の
信
用
供
与
枠
を
証

券
化
し
て
お
り
、
早
期
償
還
の
開
始
以
降
も
当
該
信
用
供
与
枠
に
係
る
債

務
者
に
よ
る
追
加
的
な
引
出
し
の
リ
ス
ク
を
投
資
家
が
負
っ
て
い
る
場
合

四

関
連
法
令
の
重
大
な
変
更
そ
の
他
の
証
券
化
さ
れ
た
原
資
産
の
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
又
は
当
該
原
資
産
の
譲
渡
人
で
あ
る
最
終
指
定
親
会
社
の
財
務

状
態
に
無
関
係
な
事
由
の
み
を
早
期
償
還
事
由
と
す
る
場
合

４

［
略
］

３

［
同
上
］

（
証
券
化
取
引
の
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
等
）

第
二
百
二
十
六
条

最
終
指
定
親
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
条
件
を
満
た

［
条
を
加
え
る
。
］

す
場
合
に
限
り
、
次
節
第
二
款
に
規
定
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
計
測
手
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て

、
包
括
的
な
リ
ス
ク
特
性
に
係
る
情
報
を
継
続
的
に
把
握
す
る
た
め
に
必

要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
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産
に
つ
い
て
、
包
括
的
な
リ
ス
ク
特
性
及
び
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
係
る
情

報
を
適
時
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て

、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
証
券
化
取
引
に
つ
い
て
の
構

造
上
の
特
性
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

。
四

最
終
指
定
親
会
社
が
、
第
一
条
第
二
号
の
二
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
よ
り

再
証
券
化
取
引
か
ら
除
か
れ
る
証
券
化
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
化
取
引
の
裏
付
資
産
の
一
部
又

は
全
部
と
な
っ
て
い
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
裏
付
資
産
に

つ
い
て
、
包
括
的
な
リ
ス
ク
特
性
及
び
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
係
る
情
報
を

適
時
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
た
め
の
管
理
規
程
等
を
作
成
し
て
い

る
こ
と
。

２

次
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て

千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る

。
３

最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
最
終
指
定
親
会

社
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
第
二
百
二
十
九
条
に
規
定
す
る
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
を
保
有
す
る
証
券
化
取
引
の
オ
リ
ジ
ネ
ー

タ
ー
（
当
該
最
終
指
定
親
会
社
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場
合
を
含
む
。

）
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
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と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
原
資
産
に
対
す
る
関
与
の
状

況
、
原
資
産
の
質
そ
の
他
の
事
情
か
ら
不
適
切
な
原
資
産
の
組
成
が
さ
れ
て

い
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
に
つ
い
て
第
二
節
第
二
款
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト
に
三
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
値
（
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場

合
に
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
。
）
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
証
券
化
取
引
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
全
て
の
ト

ラ
ン
シ
ェ
を
均
等
に
保
有
し
（
信
用
リ
ス
ク
を
ヘ
ッ
ジ
す
る
方
法
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
実
質
的
に
信
用
リ
ス
ク
を
負
担
し
て

い
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
保
有
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
か
つ
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

合
計
額
が
当
該
証
券
化
取
引
の
原
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
の

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
証
券
化
取
引
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
最
劣
後
の

ト
ラ
ン
シ
ェ
を
保
有
し
、
か
つ
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
合
計
額
が

当
該
証
券
化
取
引
の
原
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
の
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
証
券
化
取
引
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
最
劣
後
の

ト
ラ
ン
シ
ェ
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
っ
て
、
当
該
ト
ラ
ン
シ
ェ
の
全

て
を
保
有
す
る
と
と
も
に
、
当
該
ト
ラ
ン
シ
ェ
以
外
の
各
ト
ラ
ン
シ
ェ
を

均
等
に
保
有
し
、
か
つ
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
合
計
額
が
当
該
証

券
化
取
引
の
原
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
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上
で
あ
る
こ
と
。

四

当
該
証
券
化
取
引
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
継
続
的
に

保
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
負
担
す
る
信
用
リ
ス

ク
が
前
各
号
の
条
件
を
満
た
す
場
合
の
信
用
リ
ス
ク
と
同
等
以
上
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
一
の
証
券
化
取
引
に
お
け
る
所
要
自
己
資
本
の
総
額
の
上
限
）

第
二
百
二
十
六
条
の
二

最
終
指
定
親
会
社
は
、
一
の
証
券
化
取
引
（
再
証
券

［
条
を
加
え
る
。
］

化
取
引
を
除
く
。
）
に
お
い
て
保
有
す
る
一
以
上
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
所
要
自
己
資
本
の
額
（
第
二
百
二
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
い
て

算
出
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
）
の
総
額
に
つ
い
て
、
当
該

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
に
係
る
所
要
自
己
資
本

の
額
（
最
終
指
定
親
会
社
が
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
で
あ
っ

て
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
自
己
を
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
と
み
な
し
て
計
算

す
る
裏
付
資
産
に
係
る
所
要
自
己
資
本
の
額
と
す
る
。
）
の
合
計
額
に
当
該

最
終
指
定
親
会
社
の
持
分
比
率
（
一
の
ト
ラ
ン
シ
ェ
に
つ
い
て
当
該
最
終
指

定
親
会
社
が
保
有
す
る
一
以
上
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
名
目
額
を

当
該
ト
ラ
ン
シ
ェ
全
体
の
名
目
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
上
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
節
第
二
款
第
二
目
に
規
定
す
る
内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
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リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

二

最
終
指
定
親
会
社
が
当
該
証
券
化
取
引
の
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
次
節
第
二
款
第
三
目
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
又

は
同
款
第
五
目
に
規
定
す
る
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

三

当
該
証
券
化
取
引
の
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
該
当
し
な
い
内
部
格
付
手
法

採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
、
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク

に
係
る
旧
所
要
自
己
資
本
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
節
第
二

款
第
三
目
に
規
定
す
る
外
部
格
付
準
拠
方
式
又
は
同
款
第
五
目
に
規
定
す

る
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
所
要
自
己

資
本
の
額
の
算
出
に
お
い
て
第
一
号
に
該
当
し
、
こ
の
項
の
規
定
を
適
用

し
て
い
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
限
る
。
）

２

前
項
に
規
定
す
る
裏
付
資
産
に
係
る
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
に
当

該
最
終
指
定
親
会
社
の
持
分
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式

に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
と
す
る
。

裏
付

資
産

の
エ

ク
ス

ポ

ージ
ャ

ーの
総

額
×

K
×
P

P

K
は

裏
付

資
産

に
係

る
所

要
自

己
資

本
率

（裏
付

資
産

の
プ

ール
が

I
R
B

P
、

プ

ール
で

あ
る

場
合

に
あ
っ

て
は

第
二

百
三

十
二

条
の

規
定

に
基

づ
い

て

算
出

さ
れ

る
K

を
S
A
プ

ール
で

あ
る

場
合

に
あ
っ

て
は

第
二

百
四

十
I
R
B
、

三
条

の
規

定
に

基
づ

い
て

算
出

さ
れ

る
K

を
混

合
プ

ール
の

場
合

に
S
A
、

あ
っ

て
は

裏
付

資
産

の
う
ち

第
一

条
第

七
十

三
号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た
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す
部

分
に

つ
い

て
第

二
百

三
十

二
条

の
規

定
に

基
づ

い
て

算
出

さ
れ

る
K

と
当

該
部

分
以

外
の

部
分

に
つ

い
て

第
二

百
四
十

三
条

の
規

定
に

基
づ

I
R
B

い
て

算
出

さ
れ

る
K

を
そ

れ
ぞ

れ
の

部
分

の
エ

ク
ス

ポ

ージ
ャ

ー

S
A と

、

額
で

加
重

平
均

し
て

得
ら

れ
る

値
と

す
る

。

）

P
は

ト
ラ

ン
シ
ェ

ご
と

に
算

出
し

た
当

該
最

終
指

定
親

会
社

の
持

分
比

率
、

の
う

ち
最

大
の

も
の

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
化
取
引
に
伴
い
増
加
し
た
自
己
資
本
に

係
る
控
除
額
及
び
信
用
補
完
機
能
を
持
つI

/
O

ス
ト
リ
ッ
プ
ス
は
、
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
総
額
に
含
め
な
い
も
の
と
す

る
。

（
重
複
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い
）

第
二
百
二
十
六
条
の
三

最
終
指
定
親
会
社
は
、
一
の
証
券
化
取
引
に
お
い
て

［
条
を
加
え
る
。
］

保
有
す
る
一
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
状
況
下
に
お
い
て
も
、
当
該
証
券
化
取
引
に
お
い
て

当
該
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
他
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係

る
全
て
の
損
失
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
間
に
重
複
の
状
態
が
存
在
す
る
も
の
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
最
終
指
定
親
会

社
は
、
こ
れ
ら
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
算
出

し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
代
え
て
、
当
該
一
の
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
み
を
自
己
資
本

比
率
の
計
算
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
節

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

第
二
節

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
の
額

ト
の
額

第
一
款

総
則

第
一
款

標
準
的
手
法
の
取
扱
い

（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
）

第
二
百
二
十
六
条
の
四

最
終
指
定
親
会
社
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

［
条
を
加
え
る
。
］

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定

め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
乗
じ

て
得
た
額
を
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
。

一

信
用
補
完
機
能
を
持
つI

/
O

ス
ト
リ
ッ
プ
ス

千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

次
款
の
規

定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

２

前
項
に
お
い
て
、
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
当
該
各

号
に
定
め
る
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
オ
ン
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
の
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
計
上
し
て
い
る
個
別
貸
倒
引
当
金

当
該

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

二

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
最
終
指
定
親
会
社
が
証
券
化
取
引
の
原
資
産

に
対
し
て
計
上
し
て
い
る
個
別
貸
倒
引
当
金
又
は
証
券
化
取
引
に
お
い
て
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原
資
産
の
譲
渡
時
に
行
っ
た
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
の
額
（
返
金
を
要
し
な
い

も
の
に
限
る
。
）

当
該
証
券
化
取
引
に
つ
い
て
最
終
指
定
親
会
社
が
保

有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
額

３

第
一
項
に
お
い
て
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

名
目
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
掛
目
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
と
す
る
。

一

適
格
な
サ
ー
ビ
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ド
バ
ン
ス
の
信
用
供
与
枠
の

う
ち
未
実
行
部
分

零
パ
ー
セ
ン
ト

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

百
パ
ー
セ

ン
ト

４

第
一
項
に
お
い
て
、
派
生
商
品
取
引
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
Ｓ
Ａ－

Ｃ
Ｃ
Ｒ
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
方
式
又
は
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
い
ず
れ
か
を
用
い

る
も
の
と
す
る
。

５

前
項
に
お
い
て
、
派
生
商
品
取
引
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

額
の
算
出
に
用
い
る
計
算
方
式
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
標
準
的
手
法
採
用

最
終
指
定
親
会
社
又
は
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
保
有

す
る
派
生
商
品
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
与
信
相
当
額
又
はE

A
D

の
算
出
に
用
い
て
い
る
計
算
方
式
と
同
じ
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
た
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だ
し
、
当
該
派
生
商
品
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
与
信
相
当
額
又

はE
A
D

の
算
出
に
用
い
て
い
る
方
式
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
い
ず
れ

か
の
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
標
準
的
手
法
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
百
二
十
七
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
適
格

格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
に
応
じ
、
次
に

定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
乗

じ
て
得
た
額
を
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
。

一

長
期
格
付
の
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
表
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
と
き
。

信
用
リ
ス
ク
区
分

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

ャ
ー
（
再
証
券
化
エ
ク

ジ
ャ
ー
の
場
合

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

。
）
の
場
合

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

６
䢭
１

二
十

四
十
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６
䢭
２

五
十

百

６
䢭
３

百

二
百
二
十
五

６
䢭
４

千
二
百
五
十

６
䢭
５

ロ

イ
以
外
の
と
き
。

信
用
リ
ス
ク
区
分

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

ャ
ー
（
再
証
券
化
エ
ク

ジ
ャ
ー
の
場
合

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

。
）
の
場
合

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

６
䢭
１

二
十

四
十

６
䢭
２

五
十

百

６
䢭
３

百

二
百
二
十
五
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６
䢭
４

千
二
百
五
十

６
䢭
５

二

短
期
格
付
の
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

信
用
リ
ス
ク
区
分

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

ャ
ー
（
再
証
券
化
エ
ク

ジ
ャ
ー
の
場
合

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

。
）
の
場
合

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

７
䢭
１

二
十

四
十

７
䢭
２

五
十

百

７
䢭
３

百

二
百
二
十
五

７
䢭
４

千
二
百
五
十
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２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
無
格
付
の
場
合
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

は
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す

る
。

一

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
が
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
適

格
性
に
関
す
る
基
準
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
場
合

二

最
終
指
定
親
会
社
等
が
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
利
用
に
関
す
る

基
準
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
場
合

三

適
格
格
付
機
関
が
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
付
与
す
る
格
付

が
証
券
化
目
的
導
管
体
に
対
し
て
直
接
提
供
さ
れ
て
い
る
保
証
又
は
ク
レ

ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
効
果
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
保
証
人
又
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
が
第
九
十
八
条
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合

３

前
項
第
一
号
の
「
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
適
格
性
に
関
す
る
基
準

」
と
は
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
が
、
元
本
、
利
息
そ
の
他
の
要
素
に

照
ら
し
て
最
終
指
定
親
会
社
等
が
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用

リ
ス
ク
を
適
切
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
格
付
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
格
付
機
関
と
し
て
実
績

の
あ
る
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
格
付
は
、
公
表
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
格
付
推
移
行
列
に
含
ま
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て



- 43 -

付
与
さ
れ
た
格
付
が
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
に
よ
る
流
動
性
補
完
、
信

用
補
完
そ
の
他
の
事
前
の
資
金
の
払
込
み
を
伴
わ
な
い
方
法
に
よ
る
信
用

供
与
（
第
六
項
に
お
い
て
「
流
動
性
補
完
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
付

与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

４

第
二
項
第
二
号
の
「
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
利
用
に
関
す
る
基
準

」
と
は
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

最
終
指
定
親
会
社
が
、
同
種
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て

利
用
す
る
一
又
は
複
数
の
適
格
格
付
機
関
を
定
め
、
当
該
適
格
格
付
機
関

が
付
与
す
る
格
付
を
継
続
性
を
も
っ
て
利
用
す
る
こ
と
。

二

同
一
の
証
券
化
取
引
を
構
成
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

て
、
個
別
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
に
異
な
る
適
格
格
付
機
関

か
ら
取
得
し
た
格
付
を
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て

、
包
括
的
な
リ
ス
ク
特
性
に
係
る
情
報
を
継
続
的
に
把
握
す
る
た
め
に
必

要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資

産
に
つ
い
て
、
包
括
的
な
リ
ス
ク
特
性
及
び
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
係
る
情

報
を
適
時
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て

、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
証
券
化
取
引
に
つ
い
て
の
構

造
上
の
特
性
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

。
六

最
終
指
定
親
会
社
が
、
第
一
条
第
二
号
の
二
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
よ
り
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再
証
券
化
取
引
か
ら
除
か
れ
る
証
券
化
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
化
取
引
の
裏
付
資
産
の
一
部
又

は
全
部
と
な
っ
て
い
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
裏
付
資
産
に

つ
い
て
、
包
括
的
な
リ
ス
ク
特
性
及
び
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
係
る
情
報
を

適
時
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

七

第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
た
め
の
管
理
規
程
等

を
作
成
し
て
い
る
こ
と
。

５

第
十
九
条
の
規
定
は
、
最
終
指
定
親
会
社
が
複
数
の
適
格
格
付
機
関
の
格

付
を
利
用
し
て
お
り
、
当
該
適
格
格
付
機
関
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
付
与
し
た
格
付
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
異
な
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

６

最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
当

該
最
終
指
定
親
会
社
に
よ
り
流
動
性
補
完
等
が
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
流
動
性
補
完
等
が
当
該
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
一
部
又
は
全
部
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
流
動
性
補
完
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
当
該

流
動
性
補
完
等
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
代
え
て

、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
当
該
流
動
性
補
完
等
に
係
る
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
う
ち
最
大
の
額
の
み
を
連
結
自
己
資
本
規
制
比

率
の
計
算
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場

合
は
、
無
格
付
（
同
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
次
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条
及
び
第
二
百
三
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
つ
い
て
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る

個
別
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

加
重
平
均
値
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
の
全
額
に
対
し
て
、
金
利

ス
ワ
ッ
プ
、
為
替
ス
ワ
ッ
プ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
の
請
求
権
そ
の
他

の
重
要
で
な
い
請
求
権
を
除
き
、
第
一
順
位
の
担
保
権
を
有
し
て
い
る
も

の
又
は
裏
付
資
産
の
全
額
が
第
一
順
位
の
権
利
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
い

る
も
の
（
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
場
合
に
は
、
裏
付
資
産

の
全
部
又
は
一
部
に
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二

最
終
指
定
親
会
社
が
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産

の
構
成
を
常
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
。

８

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場

合
は
、A

B
C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
無
格
付
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
及
び
信
用
補
完
等
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
千
二
百
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
適
用
に
代
え
て
、
当
該
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
原
資
産
を
構
成
す
る
個
別
の
資
産
に
対
し
て
適
用
さ
れ

る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
う
ち
最
も
高
い
も
の
と
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
う
ち
、

い
ず
れ
か
高
い
方
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
経
済
的
に
最
劣
後
部
分
に
該
当
せ

ず
、
か
つ
、
そ
れ
ら
が
構
成
す
る
証
券
化
取
引
に
お
い
て
、
最
劣
後
部
分
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が
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
十
分
な
信
用
リ
ス
ク
を
引

き
受
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

最
終
指
定
親
会
社
等
が
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
証

券
化
取
引
の
最
劣
後
部
分
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
。

９

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
格
付
の
適
格
流
動
性
補
完
の
リ
ス
ク

・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
当
該
適
格
流
動
性
補
完
に
係
る
契
約
の
対
象
と
な
る
個
々

の
裏
付
資
産
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
う
ち
、
最
も
高

い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
準
的
手
法
に
お
け
る
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
百
二
十
八
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
に
該
当
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

て
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
名
目
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る

掛
目
を
乗
じ
た
額
を
も
っ
て
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
与
信
相
当

額
と
す
る
。

一

適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
に
応
じ
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
て

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
が
算
出
さ
れ
る
適
格
流
動
性
補
完

百
パ

ー
セ
ン
ト

二

無
格
付
の
適
格
流
動
性
補
完

五
十
パ
ー
セ
ン
ト

三

適
格
な
サ
ー
ビ
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ド
バ
ン
ス
の
信
用
供
与
枠
の

う
ち
未
実
行
部
分

零
パ
ー
セ
ン
ト

四

前
三
号
に
掲
げ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
以
外
の
も
の

百
パ
ー

セ
ン
ト
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２

最
終
指
定
親
会
社
等
は
、
一
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
自

ら
引
出
条
件
の
異
な
る
信
用
供
与
枠
を
重
複
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
重
複
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
部
分
に
つ
い
て
、
各
信
用
供
与
枠
に
相
当
す
る
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項

目
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
代
え
て
、
最
も
高
い

掛
目
が
適
用
さ
れ
る
信
用
供
与
枠
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
み
を

連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
の
計
算
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
準
的
手
法
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
取
扱
い
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
百
二
十
九
条

最
終
指
定
親
会
社
等
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
な
い
場
合
に

お
い
て
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
提
供
し
て
い
る
場
合
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
は
、
被
保

証
債
権
又
は
原
債
権
で
あ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
し
て
い
る

場
合
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
を
算
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
章
第
六
節
の
規
定
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
信
用

リ
ス
ク
削
減
手
法
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
九
十
条
第
一
号
中
「
超
え
て
い
な
い
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
超
え

て
い
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
残

存
期
間
の
異
な
る
複
数
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
提
供
さ
れ

て
い
る
場
合
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
は
、
残
存
期
間
が
最
も
長

い
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
も
の
と
す
る
」
と
、
第
九
十
八
条
第
二
号

中
「
適
格
格
付
機
関
が
格
付
を
付
与
し
て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
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格
付
機
関
が
４
䢭
３
以
上
の
信
用
リ
ス
ク
区
分
に
対
応
す
る
格
付
を
付
与
し

て
お
り
、
か
つ
、
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
を
勘
案
す
る
当
初
の
時
点
に
お
い

て
、
適
格
格
付
機
関
が
４
䢭
２
以
上
の
信
用
リ
ス
ク
区
分
に
対
応
す
る
格
付

を
付
与
し
て
い
る
も
の
」
と
、
「
関
連
会
社
等
を
含
む
」
と
あ
る
の
は
「
関

連
会
社
等
を
含
み
、
証
券
化
目
的
導
管
体
を
除
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
標
準
的
手
法
に
お
け
る
早
期
償
還
条
項
付
の
証
券
化
取
引
の
取
扱
い
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
百
三
十
条

最
終
指
定
親
会
社
等
は
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
、
早
期

償
還
条
項
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
債
務
者
た
る
証
券
化
目
的
導

管
体
に
対
し
て
、
タ
ー
ム
型
（
信
用
供
与
の
期
間
及
び
額
が
定
め
ら
れ
て
い

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ

型
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
り
構
成
さ
れ
う
る
原
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
投
資
家
の
保
有
す
る

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
う
ち
、
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
を
裏
付
資
産
と
す
る
部
分
に
相
当
す
る
額
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
型
の

早
期
償
還
条
項
に
対
応
す
る
掛
目
又
は
非
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
型
の
早
期
償
還
条

項
に
対
応
す
る
掛
目
及
び
対
象
と
な
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
証
券
化

取
引
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
原
資
産
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
し
て
算
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
留
保
さ
れ
た
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
又
は
原
資
産
が
証
券
化
さ
れ
な
か
っ
た

場
合
の
原
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
い
ず
れ
か
大
き
い
額
を
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上
限
と
す
る
。

一

原
資
産
の
補
充
が
行
わ
れ
る
仕
組
の
取
引
で
あ
っ
て
、
裏
付
資
産
の
補

充
が
停
止
し
、
か
つ
、
早
期
償
還
に
よ
り
最
終
指
定
親
会
社
等
が
新
規
の

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
裏
付
資
産
に
追
加
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る

場
合

二

早
期
償
還
条
項
を
有
す
る
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
取
引
の
う
ち
、
タ
ー
ム
型

の
信
用
供
与
と
類
似
し
た
構
造
を
持
ち
、
原
資
産
の
リ
ス
ク
が
オ
リ
ジ
ネ

ー
タ
ー
で
あ
る
最
終
指
定
親
会
社
等
に
遡
及
し
な
い
場
合

三

最
終
指
定
親
会
社
等
が
一
以
上
の
信
用
供
与
枠
を
証
券
化
し
て
お
り
、

早
期
償
還
の
実
施
以
降
も
当
該
信
用
供
与
枠
に
係
る
債
務
者
に
よ
る
追
加

的
な
引
出
の
リ
ス
ク
を
投
資
家
が
負
っ
て
い
る
場
合

四

関
連
法
令
の
重
大
な
変
更
等
、
証
券
化
さ
れ
た
資
産
や
裏
付
資
産
の
譲

渡
人
で
あ
る
最
終
指
定
親
会
社
等
の
財
務
状
態
に
無
関
係
な
事
由
の
み
を

早
期
償
還
事
由
と
す
る
場
合

２

前
項
の
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
型
の
早
期
償
還
条
項
に
対
応
す
る
掛
目
」
と
は

、
次
の
表
に
定
め
る
掛
目
を
い
う
。

任
意
の
時
期
に
無
条
件
で
取
消
し
可

上
記
以
外
の
場

能
で
あ
る
場
合

合

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

（
パ
ー
セ
ン
ト

）
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リ
テ

ー
ル

向

ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ
・
ポ

掛
目

掛
目

九
十

：

け

エ
ク

ス
ポ

イ
ン
ト
（
エ
ク
セ
ス

ー
ジ

ャ

ー
の

・
ス
プ
レ
ッ
ド
の
留

場
合

保
が
求
め
ら
れ
て
い

な
い
証
券
化
取
引
で

は
、
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
ポ
イ
ン
ト
の
値
は

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

と
す
る
。
）
に
対
す

る
三
月
の
平
均
エ
ク

セ
ス
・
ス
プ
レ
ッ
ド

の
割
合

百
三
十
三
・
三
三
以

零

上

百
三
十
三
・
三
三
未

一

満
百
以
上

百
未
満
七
十
五
以
上

二

七
十
五
未
満
五
十
以

十
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上

五
十
未
満
二
十
五
以

二
十

上
二
十
五
未
満

四
十

右
記
以

外
の

掛
目

九
十

掛
目

九
十

：
：

場
合

（
注
）

ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
は
、
証
券
化
目
的
導
管
体
が
契
約

上
自
己
の
勘
定
に
お
い
て
留
保
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
エ
ク

セ
ス
・
ス
プ
レ
ッ
ド
の
水
準
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

３

第
一
項
に
掲
げ
る
「
非
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
型
の
早
期
償
還
条
項
に
対
応
す
る

掛
目
」
と
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
掛
目
を
い
う
。

任
意
の
時
期
に
無
条
件
で
取
消
し
可

上
記
以
外
の
場

能
で
あ
る
場
合

合

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

（
パ
ー
セ
ン
ト

）

リ
テ

ー
ル

向

ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ
・
ポ

掛
目

掛
目

百

：
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け
エ

ク
ス

ポ

イ
ン
ト
（
エ
ク
セ
ス

ー

ジ
ャ

ー
の

・
ス
プ
レ
ッ
ド
の
留

場
合

保
が
求
め
ら
れ
て
い

な
い
証
券
化
取
引
で

は
、
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
ポ
イ
ン
ト
の
値
は

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

と
す
る
。
）
に
対
す

る
三
月
の
平
均
エ
ク

セ
ス
・
ス
プ
レ
ッ
ド

の
割
合

百
三
十
三
・
三
三
以

零

上

百
三
十
三
・
三
三
未

五

満
百
以
上

百
未
満
七
十
五
以
上

十
五

七
十
五
未
満
五
十
以

五
十

上
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五
十
未
満

百

右

記
以

外
の

掛
目

百

掛
目

百

：
：

場
合

第
二
款

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

第
二
款

内
部
格
付
手
法
の
取
扱
い

の
取
扱
い

第
一
目

総
則

［
目
名
を
付
す
る
。
］

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
出
）

第
二
百
二
十
七
条

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

［
条
を
加
え
る
。
］

ー
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
出
方
式
を
次
条
の
規
定
に
よ
り
判
定
す
る
も
の
と
し

、
当
該
判
定
さ
れ
た
算
出
方
式
に
基
づ
き
、
第
二
目
か
ら
第
七
目
ま
で
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
同
項
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
出
方
式
の
判
定
）
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第
二
百
二
十
八
条

I
R
B

プ
ー
ル
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用

［
条
を
加
え
る
。
］

す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
内
部
格
付
手
法
準

拠
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

２

S
A

プ
ー
ル
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一

適
格
格
付
機
関
の
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
第
二
百
三
十
七

条
に
規
定
す
る
推
定
格
付
が
存
在
す
る
場
合

外
部
格
付
準
拠
方
式

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

標
準
的
手
法
準
拠
方
式

３

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い

て
、A

BC
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
（AB

C
P

の
満
期
が
一
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に

対
す
る
流
動
性
補
完
、
信
用
補
完
そ
の
他
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
金
融
庁
長
官

の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
限
り
、
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
に
代
え
て
、
第
四

目
に
規
定
す
る
内
部
評
価
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

混
合
プ
ー
ル
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
の
プ
ー
ル
を
構
成
す
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
第
一
条
第
七
十
三
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
占
め
る
割
合
が
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で

あ
る
場
合

内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
混
合
プ
ー
ル
をS

A

プ
ー
ル
と
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み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

算
出
方
式

５

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

て
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
標
準
的
手

法
準
拠
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又
は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
等
の
派
生
商
品
取
引
に
係
る
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い
）

第
二
百
二
十
九
条

最
終
指
定
親
会
社
が
、
そ
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス

［
条
を
加
え
る
。
］

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
し
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
対
す
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
の
提

供
を
目
的
と
し
て
派
生
商
品
取
引
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る

と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め

る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
証
券
化
取
引
に
お
い
て
当
該
派
生
商
品
取
引
に
係
る
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
同
順
位
に
あ
る
他
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
存

在
す
る
場
合

当
該
他
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
さ
れ
る
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
証
券
化
取
引
に
お
い
て
当
該

派
生
商
品
取
引
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
劣
後
す
る
他
の
証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

第
二
目

内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式

［
目
名
を
付
す
る
。
］
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（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
）

第
二
百
三
十
条

内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク

［
条
を
加
え
る
。
］

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
比
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
優
先
劣
後
構
造
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
信
用
補
完
の
仕
組
み

が
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
に
関
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
・

リ
ス
ク
に
係
る
損
失
と
希
薄
化
リ
ス
ク
に
係
る
損
失
を
同
等
に
扱
う
も
の
で

な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（D

）
（
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（D

）
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
がK

（
第
二
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ

I
R
B

る
内
部
格
付
手
法
に
よ
る
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
率
（K

）
を
い

I
R
B

う
。
以
下
同
じ
。
）
以
下
の
場
合

千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

二

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（A

）
（
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（A
）
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
がK

以
上
の
場
合

次
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ

I
R
B

るK

超
過
部
分
の
所
要
自
己
資
本
率(

K
)

に
十
二
・
五
を
乗
じ

I
R
B

S
S
F
A

（K
IR

B

）

て
得
ら
れ
る
比
率
（
当
該
比
率
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

三

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（A

）
がK

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
デ

I
R
B

タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（D

）
がK

を
超
え
る
場
合

次
に
掲
げ
る

I
R
B

算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
比
率
（
当
該
比
率
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
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る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

K
は

次
条

の
規

定
に

よ
り

算
出

さ
れ

る
K

超
過

部
分

の
所

要
自

S
S
F
A

（K
I
R
B

）
I
R
B

、

己
資

本
率

（K
IR
B

超
過
部
分
の
所
要
自
己
資
本
率(K

)

）

（
内
部
格
付
手
法
の
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

S
S
F
A

（K
I
RB

）

第
二
百
三
十
一
条

前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
るK

I
R
B

超
過
部
分
の

第
二
百
三
十
一
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
証
券
化
エ
ク

所
要
自
己
資
本
率(

K
)

は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
を
計
算
す
る
場
合
は
、
こ

S
S
F
A

（K
I
RB

）

値
を
い
う
。

の
款
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
原
資
産
の

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
過
半
が
第
一
款
に
定
め
る
標
準
的
手
法
の
対
象

a

＝－

（ｌ
/

（p
*
K

）
）

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
標
準
的
手
法
に
よ
り
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

I
R
B

u

＝D
－

K

ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

I
R
B

l

＝m
a
x

（A
－

K
,
0

）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
原
資
産

I
R
B

e
A

D
及

び
ｐ

は
そ

れ
ぞ

れ
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る

。

に
対
し
て
適
用
す
べ
き
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
計
算
の
手
法
が
特
定
さ

、
、

、

e
は

自
然

対
数

の
底

（2
.
7
1
82
8
を

用
い

る
も

の
と
す

る

。

）

れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
最
終
指
定
親
会
社
等
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る

、

A
は

ア
タ
ッ

チ
メ

ン
ト

・
ポ

イ
ン

ト

（A

）

と
き
は
、
第
一
款
に
定
め
る
標
準
的
手
法
に
よ
り
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

、

D
は

デ
タ
ッ

チ
メ

ン
ト

・
ポ

イ
ン

ト

（D

）

ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

p
は

第
二

百
三

十
五

条
の

規
定

に
よ

り
算

出
さ

れ
る

パ
ラ

メ

ータ

ー

４

第
二
百
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
こ
の
款
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス

、
ク
・
ア
セ
ッ
ト
を
計
算
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
内
部
格
付
手
法
に
よ
る
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
率
（K

）
）

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
計
算
手
法
）

I
R
B
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第
二
百
三
十
二
条

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
がI

R
B

プ
ー
ル
に
係
る
証
券

第
二
百
三
十
二
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
格
付
又
は
第

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
条
の
内
部
格
付
手
法
に
よ

二
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
推
定
格
付
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

る
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
率
（K

）
は
、
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー

ー
に
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
部
格
付
準
拠
方
式
に
よ
り
信
用
リ
ス

I
R
B

ジ
ャ
ー
（
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
内
部
格
付
手
法
に

２

第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
算
出
さ
れ
る
所
要
自
己
資
本
の
額
（
期
待
損
失
額
及
び
信
用
リ
ス
ク
・

よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

ア
セ
ッ
ト
の
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
合
計
し

。

た
額
を
い
う
。
第
四
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
（
以
下

３

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額

が
無
格
付
で
あ
る
場
合
は
、
指
定
関
数
方
式
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
で
除
し

ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
得
た
値
を
小
数
で
表
し
た
も
の
と
す
る
。

４

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、AB

C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
（A

B
C
P

の

２

前
項
のK

の
算
出
に
当
た
っ
て
、
証
券
化
目
的
導
管
体
が
存
在
す
る
場

満
期
が
一
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
流
動
性
補
完
、
信
用
補
完

I
R
B

合
に
は
、
当
該
証
券
化
目
的
導
管
体
の
全
て
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
裏
付

そ
の
他
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
無
格
付
で
あ
る
場
合
は
、
内
部
評

資
産
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
要
で
は
な
い
こ
と
が
明

価
方
式
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

ら
か
な
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。

３

第
一
項
の
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ

５

内
部
格
付
手
法
の
適
用
対
象
で
あ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

て
は
、
同
項
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採

て
、
外
部
格
付
準
拠
方
式
、
指
定
関
数
方
式
又
は
内
部
評
価
方
式
に
よ
り
信

用
最
終
指
定
親
会
社
が
裏
付
資
産
を
直
接
保
有
し
、
又
は
購
入
し
て
い
な

用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
証
券

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
裏
付
資
産
を
直
接
保
有
し
、
又
は
購
入
し
て
い

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

る
も
の
と
み
な
す
。

ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
のK

の
算
出
に
当
た
っ
て
、
裏
付
資
産
に
金
利
ス
ワ
ッ
プ
、
通

I
R
B

貨
ス
ワ
ッ
プ
そ
の
他
の
ヘ
ッ
ジ
を
目
的
と
し
た
派
生
商
品
取
引
（
ク
レ
ジ
ッ

ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
を
除
く
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
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ら
の
取
引
の
相
手
方
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
所
要
自
己
資
本
の
額
は

、
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
に
含
め
る
も
の
と
し
、
当
該

取
引
の
相
手
方
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
は

、
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
のK

の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
裏
付
資
産
に
適
用
さ
れ
る
信
用

I
R
B

リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
の
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
及
び
裏
付
資
産
の

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
裏
付
資
産
の
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
個
別
貸
倒
引
当
金
及
び
購
入
債
権
の
デ
ィ
ス
カ

ウ
ン
ト
部
分
（
返
金
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し
な
い
も
の
と

す
る
。

７

第
一
項
の
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
を
算
出
す
る
に
当

た
っ
て
、
裏
付
資
産
に
購
入
債
権
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
購
入
債
権

に
係
る
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
相
当
部
分
の
所
要
自
己
資
本
の
額
及
び
希
薄

化
リ
ス
ク
相
当
部
分
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
を
当
該
購
入
債
権
に

係
る
所
要
自
己
資
本
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
希
薄
化
リ
ス
ク
相
当
部
分
が

重
要
で
な
い
場
合
に
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
相
当
部
分
の
所
要
自
己
資

本
の
額
の
み
を
も
っ
て
当
該
購
入
債
権
に
係
る
所
要
自
己
資
本
の
額
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

８

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
混
合
プ

ー
ル
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
次
の
算
式
のd

が
九
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
条
のK

I
R
B

は
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
値
と
す
る
。
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裏
付

資
産

の
所

要
自

己
資

本
率

d
×
K

＋(1
－
d
)
×
K

I
R
B

S
A

＝

d
K

及
び

K
は

そ
れ

ぞ
れ

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。

I
R
B

S
A

、
、

d
は

混
合

プ

ール
に

係
る

証
券

化
エ

ク
ス

ポ

ージ
ャ

ーの
裏

付
資

産
の

う
、

ち
第

一
条

第
七

十
三

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
部

分
の

エ
ク

ス
ポ

ージ

ャ

ーの
合

計
額

が
当

該
混
合

プ

ール
に

係
る

裏
付

資
産

の
エ

ク
ス

ポ

ージ

ャ

ーの
総

額
に

占
め

る
割
合

K
は

混
合

プ

ール
に

係
る

証
券

化
エ

ク
ス

ポ

ージ
ャ

ーの
裏

付
資

産
の

I
R
B
、

う
ち

第
一

条
第

七
十

三
号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た
す

部
分

に
つ

い
て

前
項

ま
で

の
規

定
を

準
用

し
て
算

出
さ

れ
る
K
I
R
B

K
は

混
合

プ

ール
に

係
る

証
券

化
エ

ク
ス

ポ

ージ
ャ

ーの
裏

付
資

産
の

S
A
、

う
ち

第
一

条
第

七
十

三
号
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず
れ

か
を

満
た

さ
な

い
部

分
に

つ
い

て
第

二
百

四
十
三

条
の

規
定

に
よ

り
算
出

さ
れ

る
K
S
A

（K

算
出
時
の
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
等
の
準
用
）

（
所
要
自
己
資
本
の
上
限
）

I
R
B

第
二
百
三
十
三
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
前
条
第
一
項
の

第
二
百
三
十
三
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
一
の
証
券
化
取

K

及
び
同
条
第
八
項
に
掲
げ
る
算
式
のK

の
算
出
の
た
め
に
裏
付
資
産
の

引
に
つ
い
て
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
所
要
自
己
資

I
R
B

I
R
B

所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
裏
付
資

本
の
総
額
は
、
原
資
産
に
内
部
格
付
手
法
を
適
用
し
た
場
合
の
所
要
自
己
資

産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
原
資
産
プ
ー
ル
に
該
当
す
る
部
分
が
次
に

本
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

掲
げ
る
性
質
を
全
て
有
す
る
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
っ

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
化
取
引
に
伴
い
増
加
し
た
自
己
資
本
に
係

て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社

る
控
除
額
及
び
第
二
百
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
項
目
に
係
る
額

が
当
該
原
資
産
プ
ー
ル
に
含
ま
れ
る
個
々
の
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

は
、
所
要
自
己
資
本
の
総
額
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。

ジ
ャ
ー
の
債
務
者
に
係
る
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
を
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
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な
場
合
で
あ
っ
て
、
第
三
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
規
定
に
定
め
る
要
件
及
び

そ
の
他
関
連
す
る
内
部
格
付
手
法
の
最
低
要
件
を
全
て
満
た
す
と
き
は
、
第

百
四
十
五
条
及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
を
準
用

し
て
得
ら
れ
た
当
該
原
資
産
プ
ー
ル
のPD

LG
D

EA
D

及
び
実
効
マ
チ
ュ
リ

、
、

テ
ィ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
購
入
債
権
の
プ
ー
ル
」
と
あ
り
、
「
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
プ
ー
ル
」
と
あ
り
、
及
び
「
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
」
と
、
「
、
適

格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
原
資

産
プ
ー
ル
の
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
」
と
、
「
、
当
該
適

格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
原

資
産
プ
ー
ル
の
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
第
百
四
十
七

条
第
三
項
中
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
プ
ー
ル
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ

ー
ル
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
に
含
ま
れ
る
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、
「E

L
di
l
u

ti
o
n

」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

L
di
l
u
ti
o
n

」

と
、
同
条
第
七
項
及
び
第
九
項
中
「
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
購
入
債
権
に
係
る
信

用
供
与
枠
」
と
あ
る
の
は
「
資
産
譲
渡
型
証
券
化
取
引
に
お
い
て
、
証
券
化

目
的
導
管
体
が
提
供
す
る
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
購
入
債
権
に
係
る
信
用
供
与
枠

」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
適
格

購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
ト
ッ
プ
・
ダ

ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
準
用
し
て
原
資
産
プ
ー
ル
の
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
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ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
「
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ご
と
に
」

と
、
同
条
第
九
項
中
「
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
証
券
化
目
的
導
管
体
」
と
、
「
前
項
に
規
定
す
る
当
該
適
格
購
入

事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
」
と
あ
る
の
は
「

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
実
効
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
（M*

）
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

一

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
（
第
一
条
第
六
十
八
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

を
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
か
ら
独
立
し
た
第
三

者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接

又
は
間
接
に
信
用
供
与
を
行
っ
た
者
で
な
い
こ
と
。

二

原
資
産
の
債
務
者
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
独
立
し
た
第
三
者
で
あ
る

こ
と
。

三

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指

定
親
会
社
が
、
証
券
化
取
引
に
係
る
契
約
条
件
に
従
っ
て
当
該
内
部
格
付

手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

割
り
当
て
ら
れ
た
原
資
産
プ
ー
ル
か
ら
の
元
利
払
の
全
額
に
つ
い
て
権
利

を
有
す
る
こ
と
。

四

原
資
産
プ
ー
ル
の
分
散
度
が
高
い
こ
と
。

２

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
前
条
第
一
項
のK

及
び
同
条

I
R
B

第
八
項
に
掲
げ
る
算
式
のK

の
算
出
の
た
め
に
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資

I
R
B

本
の
額
の
合
計
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
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ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
原
資
産
プ
ー
ル
に
該
当
す
る
部
分
が
リ
テ
ー
ル
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
内
部
格
付
手

法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
当
該
原
資
産
プ
ー
ル
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク

の
評
価
に
内
部
デ
ー
タ
を
一
次
的
な
情
報
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
次
項
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
規
定
に
定
め
る
要
件
及
び

そ
の
他
関
連
す
る
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
内
部
格
付

手
法
の
最
低
要
件
を
全
て
満
す
と
き
は
、
第
百
四
十
五
条
及
び
第
百
四
十
八

条
の
規
定
を
準
用
し
て
得
ら
れ
た
当
該
原
資
産
プ
ー
ル
のPD
L
GD

及
びE

A
D

、

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
購

入
債
権
の
プ
ー
ル
」
と
あ
り
、
及
び
「
購
入
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
プ
ー
ル
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
」
と
、
第
百
四
十
八
条
第

一
項
中
「
購
入
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
原
資

産
プ
ー
ル
の
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

購
入
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル

に
含
ま
れ
る
購
入
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
「
こ
の
節
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
」
と
、
「E

L
di
l
u
ti
o
n

」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
を
構
成

す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

L
di
l
u
ti
o
n

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
プ
ー
ル

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
原
資
産
プ
ー
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
二
百
六
条
か
ら
第
二
百
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二
百

七
条
第
一
項
及
び
第
二
百
十
条
第
四
項
第
五
号
を
除
く
。
）
中
「
購
入
債
権

の
譲
渡
人
」
と
あ
る
の
は
「
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
」
と
、
第
二
百
六
条
中
「
購

入
債
権
の
う
ち
購
入
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
ト
ッ
プ
・
ダ
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ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
第
二
百
七

条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「E

L
di
l
u
t
io
n

」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構

成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

L
di
l
u
t
io
n

」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
購
入
債
権

の
譲
渡
人
が
購
入
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
（
第
一
条
第
六

十
八
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
目
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
」

と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
」
と
、
「
場
合
又
はEL

d
il
u
t
io
n

」
と
あ
る
の
は
「
場
合
又
は

原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

L
di
l
u

ti
o
n

」
と
、
「
購
入
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
」
と
あ
る

の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

つ
い
て
」
と
、
「L

GD

又
はE

L
di
l
u
ti
o
n

」
と
あ
る
の
は
「L

GD
又
は
原
資
産
プ
ー

ル
を
構
成
す
る
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

L
di
l
u
ti
o
n

」
と
、
「
適

格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
購
入
リ
テ
ー
ル
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
属
す
る
プ
ー
ル
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
属
す
る
プ
ー
ル
」
と
、
同
項
並
び
に
第
二
百
十
条
第
一
項
、
第

四
項
及
び
第
六
項
中
「
購
入
債
権
の
質
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
の
質
」
と

、
第
二
百
七
条
第
三
項
中
「
当
該
購
入
債
権
の
譲
渡
契
約
」
と
あ
る
の
は
「

証
券
化
取
引
に
係
る
契
約
」
と
、
「
当
該
購
入
債
権
の
種
類
、
額
、
契
約
期

間
中
の
債
権
の
質
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
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ー
ジ
ャ
ー
の
種
類
、
額
、
契
約
期
間
中
の
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
質
」

と
、
「
当
該
購
入
債
権
に
関
連
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
原
資
産
プ
ー
ル

に
関
連
す
る
」
と
、
第
二
百
八
条
第
一
項
及
び
第
二
百
九
条
中
「
購
入
リ
テ

ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用

い
る
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
原

資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
第
二
百
八
条
第
一
項

中
「
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構

成
す
る
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
適
格
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は

「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
「
譲
渡
人
」
と

あ
る
の
は
「
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
適
格
購
入
事
業
法

人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す

る
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
第
二
百
十
条
中
「
購
入
リ

テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成

す
る
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
「
購
入
債
権
の
債
務
者
」

と
あ
る
の
は
「
原
資
産
の
債
務
者
」
と
、
「
購
入
債
権
の
債
権
者
か
ら
債
務

者
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
の
債
権
者
か
ら
債
務
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中

「
購
入
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ

ー
ル
を
構
成
す
る
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
「
購
入
債

権
の
管
理
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
の
管
理
」
と
、
「
購
入
債
権
の

請
求
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
の
請
求
」
と
、
「
購
入
債
権
の
購
入
」
と
あ
る

の
は
「
証
券
化
取
引
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
購
入
債
権
の
元
利
払
い
」
と
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あ
る
の
は
「
そ
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
割
り
当
て
ら
れ

た
原
資
産
プ
ー
ル
の
元
利
払
い
」
と
、
「
譲
受
人
で
あ
る
内
部
格
付
手
法
採

用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有

す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
又
は
証
券
化
目
的
導
管
体
」
と

、
「
当
該
購
入
債
権
が
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
が
」
と
、
「
当
該

購
入
債
権
に
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
に
」
と
、
「
譲
受
人
の
」
と

あ
る
の
は
「
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用

最
終
指
定
親
会
社
の
」
と
、
「
当
該
購
入
債
権
の
譲
渡
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
原
資
産
プ
ー
ル
に
係
る
証
券
化
取
引
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
債
務
者
へ

の
信
用
供
与
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
の
債
務
者
へ
の
信
用
供
与
」
と
、
「

購
入
債
権
の
プ
ー
ル
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
」
と
、
「
購
入
債
権

の
債
務
の
繰
延
べ
及
び
当
該
債
権
の
希
薄
化
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー

ル
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
債
務
の
繰
延
べ
及
び
希
薄
化
」

と
、
「
購
入
債
権
に
」
と
あ
る
の
は
「
原
資
産
プ
ー
ル
に
」
と
、
「
購
入
債

権
の
譲
渡
人
の
売
却
条
件
」
と
あ
る
の
は
「
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
り
証
券

化
取
引
の
原
資
産
に
供
さ
れ
る
条
件
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
購
入
債

権
の
購
入
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
化
取
引
」
と
、
「
購
入
債
権
の
適
格
性
」

と
あ
る
の
は
「
原
資
産
の
適
格
性
」
と
、
「
購
入
債
権
に
つ
い
て
」
と
あ
る

の
は
「
原
資
産
に
つ
い
て
」
と
、
「
購
入
債
権
プ
ー
ル
」
と
あ
る
の
は
「
原

資
産
プ
ー
ル
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
債
権
購
入
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
化

取
引
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
購
入
債
権
の
購
入
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
化

目
的
導
管
体
に
よ
る
原
資
産
の
購
入
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
百
十
条
第
三
項
か
第
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七
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
要
件
を
満
た
す
に
当
た
り
、
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
自
ら

が
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指

定
親
会
社
に
代
わ
り
、
証
券
化
取
引
に
係
る
契
約
条
件
に
従
っ
て
証
券
化
取

引
に
お
け
る
投
資
家
の
利
益
の
た
め
に
活
動
す
る
証
券
化
取
引
の
当
事
者
が

こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（A

）
及
び
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン

（
外
部
格
付
準
拠
方
式
）

ト
（D

）
）

第
二
百
三
十
四
条

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算

第
二
百
三
十
四
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
外
部
格
付
準
拠

式
に
用
い
る
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（A

）
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

方
式
に
よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
の
残
高
の
合
計
額
か
ら
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算

を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
に
対
応
す
る
信

出
の
対
象
と
な
る
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
優
先
す
る
ト
ラ

用
リ
ス
ク
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
証
券
化

ン
シ
ェ
の
残
高
の
総
額
及
び
当
該
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

同
順
位
で
あ
る
ト
ラ
ン
シ
ェ
（
自
己
が
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

額
と
す
る
。

ー
の
額
を
含
む
。
）
の
残
高
の
総
額
を
控
除
し
た
額
を
、
当
該
裏
付
資
産
の

一

長
期
格
付
の
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ

残
高
の
合
計
額
で
除
し
た
値
（
当
該
値
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

に
よ
る
。

零
と
す
る
。
）
と
す
る
。

２

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
式
に
用
い
る
デ

信
用

リ

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
再
証

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（D

）
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏

ス

ク
区

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。

ャ
ー
の
場
合

付
資
産
の
残
高
の
合
計
額
か
ら
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
出
の
対
象
と
な

分

）
の
場
合

る
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
優
先
す
る
ト
ラ
ン
シ
ェ
の
残
高

の
総
額
を
控
除
し
た
額
を
、
当
該
裏
付
資
産
の
残
高
の
合
計
額
で
除
し
た
値

が
六
以

が
六
以

が
六
未

当
該
再
証
券

当
該
再
証
券

N

N

N
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（
当
該
値
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）
と
す
る
。

上
で
あ
り

上
の
場
合

満
の
場
合

化
エ
ク
ス
ポ

化
エ
ク
ス
ポ

３

前
二
項
に
お
い
て
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
の
残
高
の
合

、
か
つ
、

（
パ
ー
セ

（
パ
ー
セ

ー
ジ
ャ
ー
が

ー
ジ
ャ
ー
が

計
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
裏
付
資
産
の
う
ち
証
券
化
取
引
の
原
資

当
該
証
券

ン
ト
）

ン
ト
）

最
優
先
証
券

最
優
先
証
券

産
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
、
裏
付
資
産
か
ら
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
蓄

化
エ
ク
ス

化
エ
ク
ス
ポ

化
エ
ク
ス
ポ

積
さ
せ
た
準
備
金
勘
定
（
信
用
補
完
を
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お

ポ
ー
ジ
ャ

ー
ジ
ャ
ー
（

ー
ジ
ャ
ー
（

い
て
同
じ
。
）
に
そ
の
構
成
資
産
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
が
最
優

内
部
評
価
方

内
部
評
価
方

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
、
超
過
担
保
に
相
当
す
る
額
及
び
前
項
に

先
証
券
化

式
に
よ
る
場

式
に
よ
る
場

規
定
す
る
準
備
金
勘
定
に
相
当
す
る
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
ト
ラ
ン
シ
ェ

エ
ク
ス
ポ

合
を
含
む
。

合
を
含
む
。

と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

ー
ジ
ャ
ー

）
で
あ
る
場

）
で
な
い
場

（
内
部
評

合

合

価
方
式
に

（
パ
ー
セ
ン

（
パ
ー
セ
ン

よ
る
場
合

ト
）

ト
）

を
含
む
。

）
で
あ
る

場
合

（
パ
ー
セ

ン
ト
）

８
䢣
１

七

十
二

二
十

二
十

三
十

８
䢣
２

八

十
五

二
十
五

二
十
五

四
十

８
䢣
３

十

十
八

三
十
五

三
十
五

五
十
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８
䢣
４

十
二

二
十

四
十

六
十
五

８
䢣
５

二
十

三
十
五

六
十

百

８
䢣
６

三
十
五

五
十

百

百
五
十

８
䢣
７

六
十

七
十
五

百
五
十

二
百
二
十
五

８
䢣
８

百

二
百

三
百
五
十

８
䢣
９

二
百
五
十

三
百

五
百

８
䢣

四
百
二
十
五

五
百

六
百
五
十

10

８
䢣

六
百
五
十

七
百
五
十

八
百
五
十

11

８
䢣

千
二
百
五
十

12

（
注
）

Ｎ
と
は
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
定
め
る
式
に

よ
り
算
出
さ
れ
る
値
を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
百
八
十
条
の
三
に
お

い
て
同
じ
。

二

短
期
格
付
の
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
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ろ
に
よ
る
。

信
用

リ

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
再
証

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ス
ク

区

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。

ャ
ー
の
場
合

分

）
の
場
合

が
六
以

が
六
以

が
六
未

当
該
再
証
券

当
該
再
証
券

N

N

N

上
で
あ
り

上
の
場
合

満
の
場
合

化
エ
ク
ス
ポ

化
エ
ク
ス
ポ

、
か
つ
、

（
パ
ー
セ

（
パ
ー
セ

ー
ジ
ャ
ー
が

ー
ジ
ャ
ー
が

当
該
証
券

ン
ト
）

ン
ト
）

最
優
先
証
券

最
優
先
証
券

化
エ
ク
ス

化
エ
ク
ス
ポ

化
エ
ク
ス
ポ

ポ
ー
ジ
ャ

ー
ジ
ャ
ー
（

ー
ジ
ャ
ー
（

ー
が
最
優

内
部
評
価
方

内
部
評
価
方

先
証
券
化

式
に
よ
る
場

式
に
よ
る
場

エ
ク
ス
ポ

合
を
含
む
。

合
を
含
む
。

ー
ジ
ャ
ー

）
で
あ
る
場

）
で
な
い
場

（
内
部
評

合

合

価
方
式
に

（
パ
ー
セ
ン

（
パ
ー
セ
ン

よ
る
場
合

ト
）

ト
）

を
含
む
。

）
で
あ
る

場
合

（
パ
ー
セ
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ン
ト
）

７
䢣
４

七

十
二

二
十

二
十

三
十

７
䢣
２

十
二

二
十

三
十
五

四
十

六
十
五

７
䢣
３

六
十

七
十
五

百
五
十

二
百
二
十
五

７
䢣
４

千
二
百
五
十

２

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
（
第
二
百
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
二
十
七
条
第
二

項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
劣
後
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
中
で
最
も
優
先
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
参
照
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
推
定
格
付
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
と
み

な
す
。

一

参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
裏
付
資
産
、
信
用
リ
ス
ク
削
減

手
法
の
適
用
状
況
そ
の
他
の
優
先
劣
後
構
造
に
関
す
る
要
素
を
勘
案
し
た

う
え
で
、
当
該
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
劣
後
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
が
、
当
該
無
格
付
の
証
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券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
を
下
回
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

三

参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
付
与
さ
れ
た
格
付
は
、
第
二
百
二

十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
利
用
に
関
す

る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
に
対
す
る
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
の
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合
、
継

続
的
に
当
該
変
更
を
推
定
格
付
に
反
映
さ
せ
、
更
新
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
き
、
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
千
二
百
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
（p

）
）

（
指
定
関
数
方
式
）

第
二
百
三
十
五
条

第
二
百
三
十
一
条
の
「
パ
ラ
メ
ー
タ
ー(

p
)

」
と
は
、
次

第
二
百
三
十
五
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
指
定
関
数
方
式

に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
を
い
う
。

に
よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算

出
す
る
場
合
に
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

ト
は
第
一
号
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
算
式
に
要
す
る
所
要

N
L
G
D
及

び
M

τ
は

そ
れ

ぞ
れ

次
に

掲
げ

る
も

の
と

し
A

B
C

D
及

び
E

自
己
資
本
の
額
は
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
。

、
、

、
、

、

は
次

の
表

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

一

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
＝
所
要
自
己
資
本
の
額
×1

2
.
5

。

N
は

第
四

項
又

は
第

七
項

の
規

定
に

よ
り

算
出

さ
れ

る
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

二

所
要
自
己
資
本
の
額
は
、
裏
付
資
産
の
総
額
に
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

、
ー

の
実

効
的

な
個

数

る
い
ず
れ
か
大
き
い
方
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

ー

L
G
D
は

第
五

項
又

は
第

七
項

の
規

定
に

よ
り

算
出

さ
れ

る
裏

付
資

産
の

加

イ

0
.
0
0
5
6

×T
当

該
証

券
化

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

が
再

証
券

化
エ

ク
、

（
ー

ー

重
平

均
L
G
D

ス
ポ

ジ
ャ

で
あ
る

場
合

に
あ
っ

て
は

0
.
0
1
6

×T
ー

ー
、

）

p�
max0.3,�

�
�1

��
�

�
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d�1
1

h
�1

K
;,

�

c�
K

�1
�

M
Tは

第
八

項
の

規
定

に
よ

り
算

出
さ

れ
る

証
券

化
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
こ

の
式

に
お

い
て

は
T

は
第

二
百

三
十

八
条

の
規

定
に

よ
り

、
ー

ー
、

（
）

、

残
存

期
間

算
出

し
た

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
厚

さ
を

表
す

も
の

と
す

る
以

下
同

ー
ー

。

じ
。

原
資

産
が

事
業

法
人

等
向

け
エ

ク
ス

ポ
ジ

原
資

産
が

リ
テ

ル
向

ロ

S

［L

＋T

］
䱎S

［L

］

ー
ー

ャ
で

あ
る

場
合

け
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

こ
の

式
に

お
い

て
は

L
は

第
二

百
三

十
七

条
の

規
定

に
よ

り
ー

ー
ー

、
（

）
、

で
あ

る
場

合
算

出
し

た
信

用
補

完
レ
ベ

ル
を

表
す

も
の

と
す

る
以

下
同

じ
。

。

２

前
項
に
掲
げ
る
「
指
定
関
数
（S

［x

］
）
」
と
は
、
以
下
に
定
め
る
関
数

N
が
2
5
以

N
が

2
5
未

N
が

25
以

上
N
が

2
5
未

証
券

化
エ

証
券

化
エ

を
い
う
。

上
で

満
で

か
で

か
つ

満
で

か
ク

ス
ポ

ク
ス

ポ
、

、
、

、
ー

ー

か
つ

つ
証

券
証

券
化

つ
証

券
ジ
ャ

が
ジ
ャ

が
、

、
、

、
ー

ー

証
券

化
化

エ
ク

ス
エ

ク
ス

ポ
化

エ
ク

ス
最

優
先

証
最

優
先

証

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

ジ
ャ

ポ
ジ
ャ

券
化

エ
ク

券
化

エ
ク

ー
ー

ー
ー

ポ
ジ

が
最

優
が

最
優

先
が
最

優
ス

ポ
ジ

ス
ポ

ジ
ー

ー
ー

ー
ー

ャ
が

先
証

券
化

証
券

化
エ

先
証
券

化
ャ

で
あ
ャ

で
な

ー
ー

ー

最
優

先
エ

ク
ス

ポ
ク

ス
ポ

エ
ク
ス

ポ
る

場
合

い
場

合
ー

証
券

化
ジ
ャ

ジ
ャ

で
ジ
ャ

ー
ー

ー
ー

ー

エ
ク

ス
で

あ
る

場
な

い
場

合
で

な
い

場

ポ
ジ

合
合

ー

ャ
で

ー

あ
る

場

合
こ

の
式

に
お

い
て

B
e
t
a

［L
;
a
,
b

］

K
I
R
B

N
L
G
D
は

そ
れ

ぞ
れ

次
の

、
、

、
、

、

数
値

を
表

す
も

の
と

す
る
。

A
０

0
.
1
1

0.
1
6

0
.
2
3

０
B
e
t
a

［L
;
a,
b

］
Lで

評
価

し
た

パ
ラ

メ
タ

a
及

び
b
を

も
つ

累
積

ベ
ー

ー

f�
�1

�
1
1000�1

�

g�
1

1

b�g
�1

c �
�

1
h

�1
;
,

�
;
,

�

S
L
�

�
の
と
き
�

�
�

20��1
�

�
��

�
の
と
き

h�
1

v�
�
0.25

1
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タ
分

布
ー

B
3
.6
5

2
.
61

2
.
8
7

2
.
3
5

K
I
RB

次
条

の
規

定
に

よ
り
算

出
し

た
裏

付
資

産
の

所
要

自
己

資
本

率

N
第

二
百

三
十

九
条

の
規

定
に

よ
り

算
出

し
た

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
実

ー
ー

C
△

1.
8
5

△
2
.9
1

△
1.
0
3

△
2.
4
6

△
7
.4
8

△
5.
7
8

効
的

な
個

数

L
G
D

第
百

五
十

条
第

五
項

又
は

第
二

百
四

十
条

の
規

定
に

よ
り

算
出

し
た

D
0
.5
5

0
.
68

0
.
2
1

0
.
4
8

0
.
7
1

0
.
5
5

裏
付

資
産

を
構

成
す

る
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
加

重
平

均
LG
D

ー
ー

３

第
一
項
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
値
が
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る

E
0
.
07

0
.
2
4

0
.
27

場
合
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

２

I
R
B

プ
ー
ル
が
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
事
業
法
人
等
向
け

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
双
方
で
構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ

適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
個
別
貸
倒

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
部
分
と
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

引
当
金
又
は
裏
付
資
産
に
係
る
購
入
債
権
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
部
分
（
返
金

係
る
部
分
に
分
割
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
つ
い
て
前
項
の
算
式
を
用
い
て

を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン

パ
ラ
メ
ー
タ
ー
（p

）
を
算
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
名

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
額
は
、
そ
れ
ら
の
額
を
減
額
し
た

目
額
の
総
額
で
加
重
平
均
し
た
値
を
当
該I

RB

プ
ー
ル
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
（p

額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
と
す
る
。

３

第
二
百
二
十
八
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
混
合
プ
ー
ル
に
係

る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
を
用
い

て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
（p

）
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち

第
一
条
第
七
十
三
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
部
分
の
み
を
対
象
と
し
て
算

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
に
掲
げ
る
算
式
の
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実
効
的
な
個
数
（N
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）
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
を
い
う
。

E
A
D
iは

裏
付
資
産
に
含
ま
れ
る
第
i
番
目
の
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

同
一

、
ー

ー
（

債
務
者
に
対
す
る
複
数
の
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

は
一
の
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

ー
ー

ー

と
み
な
す

の
EA
D

ー
。
）

５

第
一
項
に
掲
げ
る
算
式
の
「
裏
付
資
産
の
加
重
平
均LG

D

（LG
D

）
」
と
は

、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
を
い
う
。

L
G
D
iは

第
i
番
目
の
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

同
一
債
務
者
に
対
す
る
複
数

、
ー

ー
（

の
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

は
一
の
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

と
み
な
す

の
加

ー
ー

ー
ー

。
）

重
平
均
LG
D

６

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
裏
付
資
産
に
購
入
債
権
が
含
ま
れ
る
場
合

で
あ
っ
て
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
優
先
劣
後
構
造
に
よ
り
提
供
さ

れ
る
信
用
補
完
の
仕
組
み
が
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産

に
関
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
に
係
る
損
失
と
希
薄
化
リ
ス
ク
に
係
る
損

失
を
同
等
に
扱
う
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
裏
付
資
産
の
加
重
平
均L

G
D

（L
G
D

）
は
、
第
百
五
十
条
第
五
項
に
掲
げ
る

算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
と
す
る
。

７

裏
付
資
産
の
う
ち
最
もE

A
D

の
大
き
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
当
該
裏
付

�



- 76 -

資
産
総
額
に
占
め
る
割
合
（C

1

）
が
〇
・
〇
三
以
下
の
場
合
に
は
、
第
四
項

及
び
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実
効
的
な
個

数
（N
）
は
、
次
の
算
式
で
求
め
ら
れ
る
値
と
し
、LG

D

は
〇
・
五
〇
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、C

1

以
外
のC

m

が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、N

を1/

C
1

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

C
mは

裏
付

資
産

に
含

ま
れ

る
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
う

ち
最

も
E
A
D
の

大
、

ー
ー

き
い

も
の

か
ら

順
に

m
個

の
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

に
つ

い
て

EA
D
を

合
計

し
ー

ー

た
額

が
当

該
裏

付
資

産
の

E
AD

総
額

に
占

め
る

割
合

、

８

第
一
項
に
掲
げ
る
算
式
の
「
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
（

M
T

）
」
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
計
算
方
式
を
用
い
て
算
出
さ
れ
る
期

間
（
一
年
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
年
と
し
、
五
年
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
五
年
と
す
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
計
算
方

式
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
証
券
化
取
引
の
契
約
に
基
づ
い
て
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
配
分
さ
れ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
が
、
原
資
産

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
そ
の
他
の
条
件
に
依
存
せ
ず
、
無
条
件
に
決
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

一

証
券
化
取
引
の
契
約
に
基
づ
い
て
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
配
分

さ
れ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
計
算
方
式
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C
F

tは
期

間
t
に

証
券

化
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
保

有
者

に
対

し
契

約
上

、
ー

ー

支
払

わ
れ

る
キ
ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

二

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
最
終
法
定
満
期
日
に
基
づ
く
次
に
掲
げ

る
計
算
方
式

M
Lは

証
券

化
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
最

終
法

定
満

期
日

ま
で

の
期

間
、

ー
ー

（

年
）

第
三
目

外
部
格
付
準
拠
方
式

［
目
名
を
付
す
る
。
］

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
）

（
所
要
自
己
資
本
率
（K

IR
B

）
）

第
二
百
三
十
六
条

外
部
格
付
準
拠
方
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス

第
二
百
三
十
六
条

前
条
第
二
項
の
「
所
要
自
己
資
本
率
（K

I
R
B

）
」
と
は
、

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ

裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
に
対
し
て
裏
付
資
産
の
期
待
損
失

、
当
該
各
号
に
定
め
る
比
率
と
す
る
。

額
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
合
計
額
が
占
め
る
割

一

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
又
は
次
条
に
規
定
す
る
推
定
格
付
が

合
を
小
数
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。

長
期
格
付
の
場
合

次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ

２

所
要
自
己
資
本
率
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
証
券
化
取
引
に
関
係
す
る
証

る
比
率

券
化
目
的
導
管
体
の
全
資
産
を
裏
付
資
産
と
し
て
扱
う
。

イ

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

３

所
要
自
己
資
本
率
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
裏
付
資
産
に
適
用
さ
れ
る
信

ャ
ー
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
当
該
格
付
に
対
応
す
る
信

用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

M
�

M
�
1�

1
80%
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用
リ
ス
ク
区
分
及
び
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
（

４

所
要
自
己
資
本
率
の
算
出
の
た
め
に
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
及

前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

び
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
、
裏

の
残
存
期
間
（M

T

）
を
い
う
。
以
下
こ
の
目
及
び
第
二
百
四
十
五
条
の

付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
個
別
貸
倒
引
当
金
及
び
購
入
債
権

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ

の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
部
分
（
返
金
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し

ェ
イ
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間

て
は
な
ら
な
い
。

が
一
年
を
超
え
、
か
つ
、
五
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
同
表
か
ら
得
ら
れ
る

一
年
又
は
五
年
の
残
存
期
間
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い

た
線
形
補
間
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
比
率
と
す
る
。

信
用
リ
ス
ク

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間

区
分

一
年

五
年

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

６
䢣
１

十
五

二
十

６
䢣
２

十
五

三
十

６
䢣
３

二
十
五

四
十

６
䢣
４

三
十

四
十
五
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６
䢣
５

四
十

五
十

６
䢣
６

五
十

六
十
五

６
䢣
７

六
十

七
十

６
䢣
８

七
十
五

九
十

６
䢣
９

九
十

百
五

６
䢣

百
二
十

百
四
十

10

６
䢣

百
四
十

百
六
十

11

６
䢣

百
六
十

百
八
十

12

６
䢣

二
百

二
百
二
十
五

13

６
䢣

二
百
五
十

二
百
八
十

14

６
䢣

三
百
十

三
百
四
十

15

６
䢣

三
百
八
十

四
百
二
十

16
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６
䢣

四
百
六
十

五
百
五

17

６
䢣

千
二
百
五
十

18

ロ

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
で
な
い
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
比
率

（
当
該
比
率
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。

R及
び
T
は

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

、
。

R
は

次
の
表
に
掲
げ
る
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
格
付
に

、
ー

ー

対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
及
び
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

ー
ー

の
残
存
期
間
の
区
分
に
応
じ

同
表
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

、

を
い
う

た
だ
し

証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
残
存
期
間
が
一

。
、

ー
ー

年
を
超
え

か
つ

五
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
は

当
該
証
券
化
エ

、
、

、

ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は

同
表
か
ら
得
ら
れ
る

ー
ー

、

一
年
又
は
五
年
の
残
存
期
間
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用

い
た
線
形
補
間
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
比
率
と
す
る
。

T
は

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ

、
ー

ー

ン
ト
D
か
ら
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
A
を
控
除
し
て
得
ら

(
)

(
)

れ
る
数
値

R�
1

min�
;50%�
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信
用
リ
ス
ク

証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
残
存
期
間

ー
ー

区
分

１
年

５
年

パ
セ
ン
ト

パ
セ
ン
ト

（
ー

）
（
ー

）

６
－
１

1
5

70

６
－
２

1
5

90

６
－
３

3
0

1
20

６
－
４

4
0

1
40

６
－
５

6
0

16
0

６
－
６

80
18
0

６
－
７

12
0

21
0

６
－
８

1
7
0

26
0

６
－
９

2
2
0

31
0
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６
－
10

3
30

4
20

６
－
11

4
70

5
80

６
－
12

6
20

7
60

６
－
13

7
50

8
60

６
－
14

9
00

9
50

６
－
15

1
0
50

６
－
16

1
1
30

６
－
17

1
25
0

６
－
18

1
25
0

二

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
又
は
次
条
に
規
定
す
る
推
定
格
付
が

短
期
格
付
の
場
合

次
の
表
に
掲
げ
る
当
該
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス

ク
区
分
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め
る
比
率
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信
用
リ
ス
ク
区
分

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

７
䢣
１

十
五

７
䢣
２

五
十

７
䢣
３

百

７
䢣
４

千
二
百
五
十

２

最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
外

部
格
付
準
拠
方
式
を
用
い
て
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
、
同
一
の

証
券
化
取
引
に
お
け
る
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
格
付
（
次
条

に
規
定
す
る
推
定
格
付
を
含
む
。
）
及
び
残
存
期
間
が
当
該
保
有
す
る
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
同
一
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

フ
ロ
ア
参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
外
部
格

付
準
拠
方
式
を
用
い
て
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
下
回
る
と
き
は

、
当
該
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
フ

ロ
ア
参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
す
る
。

（
推
定
格
付
の
利
用
に
関
す
る
運
用
要
件
）

（
信
用
補
完
レ
ベ
ル
（L

）
）

第
二
百
三
十
七
条

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
無
格
付
の
証
券
化
エ

第
二
百
三
十
七
条

第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
「
信
用
補
完
レ
ベ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
同
順
位
で
あ
る

ル
」
と
は
、
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
に
対
し
て
、
所
要
自
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も
の
又
は
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
劣
後
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

己
資
本
の
額
の
計
算
の
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
劣
後
す

ー
ジ
ャ
ー
の
中
で
最
も
優
先
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に

る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
が
占
め
る
割
合
を
小
数
で
表
し
た
も

お
い
て
「
参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
適
格

の
を
い
う
。

格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
と
同
じ
格
付
（
第
四
号
に
お
い
て
「
推
定
格
付

２

信
用
補
完
レ
ベ
ル
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
個
別
の
ト
ラ
ン
シ
ェ
を
対

」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

象
と
し
た
信
用
補
完
の
効
果
を
勘
案
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
、
裏
付
資
産
、
信
用
リ
ス
ク
削
減

３

信
用
補
完
レ
ベ
ル
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
証
券
化
取
引
に
伴
い
増
加

手
法
の
適
用
状
況
そ
の
他
の
優
先
劣
後
構
造
に
関
す
る
要
素
を
勘
案
し
た

し
た
自
己
資
本
及
び
信
用
補
完
機
能
を
持
つI

/
O

ス
ト
リ
ッ
プ
ス
を
計
算
に

上
で
、
当
該
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
同
順
位
又

含
め
て
は
な
ら
な
い
。

は
劣
後
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

所
要
自
己
資
本
率
の
算
出
の
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

二

参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
が
、
当
該
無
格
付
の
証

劣
後
す
る
金
利
ス
ワ
ッ
プ
及
び
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
を
下
回
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
現
在
価
値
が
測
定
可
能
な
場
合
に
限
り
、

三

参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
付
与
さ
れ
た
格
付
が
、
次
条
第
二

劣
後
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

項
に
規
定
す
る
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
適
格
性
に
関
す
る
基
準
を

し
、
当
該
現
在
価
値
が
零
を
下
回
る
場
合
は
零
と
し
て
扱
う
。

満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５

信
用
補
完
レ
ベ
ル
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
裏
付
資
産
か
ら
の
キ
ャ
ッ

四

最
終
指
定
親
会
社
が
、
当
該
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
蓄
積
さ
せ
た
準
備
金
で
あ
っ
て
、
所
要
連
結
自
己
資
本
率

順
位
が
劣
後
す
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
又
は
参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

の
算
出
の
対
象
と
な
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
劣
後
す
る
も
の
は
、

ジ
ャ
ー
に
対
す
る
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
の
変
更
が
な
さ
れ
た
場
合

劣
後
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

に
当
該
事
象
又
は
変
更
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
継
続
的
に
推
定
格
付
を

更
新
す
る
体
制
を
整
え
て
い
る
こ
と
。

（
外
部
格
付
の
利
用
に
関
す
る
運
用
要
件
等
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
厚
さ
（T

）
）

第
二
百
三
十
八
条

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
参
照
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

第
二
百
三
十
八
条

第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ジ
ャ
ー
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
格
格
付
機
関
の
格

ャ
ー
の
厚
さ
」
と
は
、
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
に
対
し
て
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付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
占
め
る
割
合
を
小
数
で
表
し
た
も

す
る
と
き
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
当
該
格
付
が
付

の
を
い
う
。

与
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

２

第
四
十
六
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

一

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
が
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
適

厚
さ
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
、
金
利
ス
ワ
ッ
プ
又
は
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
か
ら

格
性
に
関
す
る
基
準
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
と
き
。

生
じ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
計
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

二

適
格
格
付
機
関
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
付
与
す
る
格
付
が
、

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社

裏
付
資
産
の
全
部
又
は
一
部
に
対
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
保
証
又
は
ク
レ

」
と
あ
る
の
は
、
「
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
読
み
替
え

ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
効
果
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い

る
も
の
と
す
る
。

て
、
保
証
人
又
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
が
第
九
十
八
条
に
掲
げ
る
も

の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
適
格
保
証
人
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し

な
い
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
保
証
人
又
は
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
と
密

接
な
関
係
を
有
す
る
適
格
保
証
人
等
の
信
用
力
が
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
付
与
さ
れ
た
格
付
に
適
切
に
反
映
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
。

三

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
一
の
証
券
化
取
引
に
お
け
る
特
定
の
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
み
を
保
全
す
る
場
合
に
お
い
て
、
適
格
格
付
機
関

が
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
付
与
す
る
格
付
が
当
該
信
用
リ
ス

ク
削
減
手
法
の
効
果
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
。

２

前
項
第
一
号
の
「
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
適
格
性
に
関
す
る
基
準

」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
が
、
元
本
、
利
息
そ
の
他
の
要
素
に

照
ら
し
て
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ

ス
ク
を
適
切
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
。
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二

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
が
、
格
付
を
付
与
す
る
た
め
の
手
続

、
手
法
及
び
前
提
並
び
に
格
付
評
価
の
主
要
な
根
拠
（
証
券
化
取
引
に
関

す
る
分
析
内
容
を
含
む
。
）
と
と
も
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
格
付

推
移
行
列
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
が
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

格
付
機
関
と
し
て
実
績
の
あ
る
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

四

最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て

付
与
さ
れ
た
適
格
格
付
機
関
の
格
付
が
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
に
よ
る

流
動
性
補
完
、
信
用
補
完
そ
の
他
の
事
前
の
資
金
の
払
込
み
を
伴
わ
な
い

方
法
に
よ
る
信
用
供
与
に
基
づ
き
付
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

３

第
十
九
条
の
規
定
は
、
最
終
指
定
親
会
社
が
複
数
の
適
格
格
付
機
関
の
格

付
を
利
用
し
、
か
つ
、
当
該
各
適
格
格
付
機
関
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
付
与
し
た
格
付
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
異
な
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

４

第
十
六
条
の
規
定
は
、
最
終
指
定
親
会
社
が
外
部
格
付
準
拠
方
式
を
使
用

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
標
準
的

手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
指
定
親
会
社
」
と
、
同

条
第
四
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

５

最
終
指
定
親
会
社
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
第
一
項
第

三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の

効
果
を
勘
案
し
て
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
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ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
目

内
部
評
価
方
式

［
目
名
を
付
す
る
。
］

（
内
部
評
価
方
式
の
承
認
）

（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実
効
的
な
個
数
（N

）
）

第
二
百
三
十
九
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
金
融
庁
長
官

第
二
百
三
十
九
条

第
二
百
三
十
五
条
第
二
項
の
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実

の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
内
部
評
価
方
式
に
よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

効
的
な
個
数
（N

）
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
を

ジ
ャ
ー
（A

B
CP

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
流
動
性
補
完
、
信
用
補
完
そ
の
他
の

い
う
。

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
て
無
格
付
の
も
の
に
限
る
。
）
の
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

E
A
D

iは
裏

付
資

産
に

含
ま

れ
る

第
i
番

目
の

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

同
一

、
ー

ー
（

債
務

者
に

対
す

る
複

数
の

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

は
一
の

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

ー
ー

ー
ー

と
み

な
す

の
E
AD

。
）

２

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
前
項
の
計
算
を
行
う
場
合
は
、

当
該
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
で
あ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
のEA

D

を
用
い
る
。

３

裏
付
資
産
の
う
ち
最
もE

A
D

の
大
き
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

が
当
該

裏
付
資
産
総
額
に
占
め
る
割
合
（C

1

）
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
第
一
項
の
算

式
に
代
え
て
、
次
の
算
式
を
用
い
て
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実
効
的
な
個
数

（N
）
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
11

�
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（
承
認
申
請
書
の
提
出
）

第
二
百
三
十
九
条
の
二

内
部
評
価
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
前
条
の
承
認
を
受

［
条
を
加
え
る
。
］

け
よ
う
と
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

商
号

二

自
己
資
本
比
率
を
把
握
し
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

。一

理
由
書

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

三

内
部
評
価
制
度
（
最
終
指
定
親
会
社
がAB

C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
無

格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
内
部
評
価
を
付
与
す
る
た

め
に
内
部
で
構
築
し
て
い
る
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
構
築
及
び

利
用
そ
の
他
の
内
部
評
価
方
式
の
運
用
が
承
認
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
書
類

四

内
部
評
価
方
式
実
施
計
画

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
内
部
評
価
方
式
実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

内
部
評
価
方
式
を
適
用
す
る
範
囲
及
び
そ
の
適
用
を
開
始
す
る
日

二

内
部
評
価
方
式
の
適
用
を
除
外
す
る
予
定
の
範
囲

（
承
認
の
基
準
）
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第
二
百
三
十
九
条
の
三

金
融
庁
長
官
は
、
内
部
評
価
方
式
の
使
用
に
つ
い
て

［
条
を
加
え
る
。
］

第
二
百
三
十
九
条
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用

最
終
指
定
親
会
社
が
内
部
評
価
方
式
の
使
用
を
計
画
す
るAB

C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム

の
運
営
が
次
項
に
規
定
す
る
「A

BC
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
に
関
す
る
基
準
」

に
適
合
す
る
か
ど
う
か
及
び
当
該
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に

よ
る
内
部
評
価
制
度
の
運
用
が
第
三
項
に
規
定
す
る
「
内
部
評
価
制
度
の
設

計
及
び
運
用
に
関
す
る
基
準
」
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
（
次
条
に
お
い
て
「

承
認
の
基
準
」
と
い
う
。
）
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
「A

B
C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
に
関
す
る
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。

一

A
BC
P

に
対
し
て
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
か

つ
、
当
該
格
付
が
第
二
百
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
券
化
取
引
に

お
け
る
格
付
の
適
格
性
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

A
BC
P

に
格
付
を
付
与
す
る
適
格
格
付
機
関
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
格

付
手
法
の
比
較
的
緩
や
か
な
格
付
機
関
の
み
を
選
択
す
る
こ
と
な
く
、
か

つ
、
選
択
し
た
適
格
格
付
機
関
が
格
付
手
法
（
ス
ト
レ
ス
・
フ
ァ
ク
タ
ー

を
含
む
。
）
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
内
部
評
価
の
基
準
を
変
更
す
る
必

要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

A
BC
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
資
産
の
引
受
け
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
原
資
産
の
購
入
取

引
の
仕
組
み
の
概
要
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

証
券
化
取
引
に
お
け
る
原
資
産
の
譲
渡
人
の
リ
ス
ク
特
性
に
関
す
る
信

用
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
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五

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
購
入
す
る
原
資
産
の
適
格
性
に
関
す
る
基

準
を
設
け
て
い
る
こ
と
。

イ

長
期
に
わ
た
っ
て
延
滞
し
て
い
る
債
権
及
び
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
債
権

の
購
入
の
禁
止

ロ

個
別
債
務
者
又
は
地
域
的
な
信
用
供
与
の
集
中
制
限

ハ

購
入
可
能
な
債
権
の
満
期
に
関
す
る
上
限

六

A
BC
P

の
裏
付
資
産
の
潜
在
的
な
信
用
力
低
下
を
防
止
す
る
た
め
に
、
証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
プ
ー
ル
ご
と
に
購
入
停
止
措
置
そ

の
他
の
資
産
の
購
入
に
関
す
る
対
策
がA

B
C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
。

七

A
BC
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
サ
ー
ビ
サ
ー
の
業
務
遂
行
能
力
及
び
信
用

リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
回
収
の
手
順
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

八

A
BC
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
裏
付
資
産
に
係
る
元
利
金
の
回
収
の
極
大

化
を
図
る
た
め
証
券
化
取
引
の
原
資
産
の
譲
渡
人
及
び
サ
ー
ビ
サ
ー
に
つ

い
て
生
じ
得
る
リ
ス
ク
を
削
減
す
る
た
め
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

３

第
一
項
の
「
内
部
評
価
制
度
の
設
計
及
び
運
用
に
関
す
る
基
準
」
と
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

A
BC
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ク
に
係
る
内
部
評
価
が
、
適
格
格
付
機
関
が
当
該A

B
C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お

い
て
購
入
さ
れ
た
原
資
産
に
用
い
る
評
価
基
準
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
り

、
か
つ
、
最
初
に
評
価
し
た
日
に
お
い
て
投
資
適
格
相
当
以
上
で
あ
る
こ

と
。
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二

内
部
評
価
が
経
営
情
報
及
び
資
本
配
賦
の
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
の
最
終
指

定
親
会
社
の
内
部
リ
ス
ク
管
理
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
か

つ
、
前
章
第
四
節
に
規
定
す
る
内
部
格
付
手
法
の
最
低
要
件
に
沿
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三

内
部
評
価
手
続
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
の
程
度
が
識
別
さ
れ
、
か
つ
、
各
内

部
評
価
と
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
と
の
対
応
関
係
が
明
確
に
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

四

内
部
評
価
の
プ
ロ
セ
ス
（
信
用
補
完
の
水
準
を
定
め
る
た
め
の
ス
ト
レ

ス
・
フ
ァ
ク
タ
ー
を
含
む
。
）
が
、
主
要
な
適
格
格
付
機
関
（
内
部
評
価

の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
評
価
の
対
象
と
す
るAB

C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て

購
入
さ
れ
る
原
資
産
と
同
種
の
資
産
を
裏
付
資
産
と
す
るAB

C
P

の
格
付
を

行
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
公
表
し
て
い
る
評
価
基
準
以
上
に
保
守

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

A
BC
P

に
対
し
て
二
以
上
の
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
が
付
与
さ
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
同
等
の
格
付
を
取
得
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
信

用
補
完
の
水
準
が
異
な
る
と
き
は
、
よ
り
保
守
的
な
信
用
補
完
の
水
準
を

要
求
す
る
適
格
格
付
機
関
の
ス
ト
レ
ス
・
フ
ァ
ク
タ
ー
を
用
い
る
こ
と
。

六

評
価
の
対
象
と
す
る
資
産
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
適
格
格

付
機
関
の
格
付
手
法
が
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、A

BC
P

の
格
付

を
行
う
適
格
格
付
機
関
の
格
付
手
法
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
な
い
新
規
の

取
引
又
は
特
殊
な
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
取
引
に
基
づ
くA

B
C
P

に
内
部
評

価
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
得
た
場
合
に
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。



- 92 -

七

内
部
若
し
く
は
外
部
の
監
査
人
、
適
格
格
付
機
関
又
は
最
終
指
定
親
会

社
内
の
信
用
評
価
部
門
若
し
く
は
リ
ス
ク
管
理
部
門
が
内
部
評
価
の
プ
ロ

セ
ス
及
び
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
定
期
的
な
監
査
を
行
う
こ
と
。

八

前
号
に
掲
げ
る
監
査
を
行
う
者
が
、
最
終
指
定
親
会
社
内
の
顧
客
対
応

及
びA

BC
P

を
担
当
す
る
営
業
部
門
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
。

九

内
部
評
価
方
式
に
よ
る
運
用
の
実
績
を
評
価
す
る
た
め
に
当
該
実
績
が

継
続
的
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実
績
が
対

応
す
る
内
部
評
価
か
ら
恒
常
的
に
か
い
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
に

応
じ
て
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

十

A
BC
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
購
入
を
検
討
し
て
い
る
原
資
産
プ
ー
ル
の

損
失
を
推
計
す
る
に
当
た
っ
て
、
信
用
リ
ス
ク
及
び
希
薄
化
リ
ス
ク
そ
の

他
の
生
じ
得
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
全
て
の
要
因
が
勘
案
さ
れ
て
い
る
こ
と

。
（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
百
三
十
九
条
の
四

内
部
評
価
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
内

［
条
を
加
え
る
。
］

部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
金
融
庁
長
官
に
届
け

出
る
も
の
と
す
る
。

一

承
認
申
請
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合

二

承
認
申
請
書
の
添
付
書
類
の
記
載
事
項
に
重
要
な
変
更
が
あ
る
場
合

三

承
認
の
基
準
に
適
合
し
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合

２

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
内
部
格
付
手
法
採
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用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
承
認
の
基
準
に
適
合
し
な
い
事
由
に
関
す
る
改
善

計
画
を
、
当
該
届
出
と
同
時
に
、
又
は
そ
の
届
出
後
速
や
か
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

（
承
認
の
取
消
し
）

第
二
百
三
十
九
条
の
五

金
融
庁
長
官
は
、
内
部
評
価
方
式
の
使
用
に
つ
い
て

［
条
を
加
え
る
。
］

承
認
を
受
け
た
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
前
条
第
一
項
第
二

号
の
届
出
を
怠
っ
た
場
合
又
は
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
で
、
内
部
評

価
方
式
を
用
い
て
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算

出
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
判
断
し
た
と
き
は
、
第
二
百
三
十
九
条
の
承
認
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
）

第
二
百
三
十
九
条
の
六

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
二
百

［
条
を
加
え
る
。
］

三
十
九
条
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
内
部
評
価
制
度
に
よ
り
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
付
与
し
た
内
部
評
価
を
こ
れ
に
相
当
す
る
適
格
格
付
機

関
の
付
与
す
る
格
付
に
紐
付
け
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
格
付
を
有
す
る
も

の
と
し
て
、
第
二
百
三
十
六
条
の
規
定
を
準
用
し
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を

算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
目

標
準
的
手
法
準
拠
方
式

［
目
名
を
付
す
る
。
］

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
）

（
裏
付
資
産
の
加
重
平
均L

G
D

（L
G
D

）
）
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第
二
百
四
十
条

標
準
的
手
法
準
拠
方
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
証
券
化
エ
ク
ス

第
二
百
四
十
条

第
二
百
三
十
五
条
第
二
項
の
「
裏
付
資
産
の
加
重
平
均L

G
D

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

（L
G
D

）
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
を
い
う
。

に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
比
率
と
す
る
。

一

デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト(

D
)

がK
A

（
第
二
百
四
十
二
条
の
規
定

に
よ
り
算
出
さ
れ
る
延
滞
率
を
勘
案
し
た
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
率

（K
A

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
下
の
場
合

千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン

L
G
D

iは
第

i
番

目
の

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

同
一

債
務

者
に

対
す

る
複

数
、

ー
ー
（

ト

の
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

は
一

の
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

と
み

な
す

の
LG
D

ー
ー

ー
ー

。
）

二

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（A

）
がK

A

以
上
の
場
合

次
条
の
規

２

購
入
債
権
を
裏
付
資
産
と
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は

定
に
よ
り
算
出
さ
れ
るK

A

超
過
部
分
の
所
要
自
己
資
本
率(
K

A
)

に

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、L

G
D

を
第
百
五
十
条
第
五
項
に
掲
げ
る
算

S
S
F
A

（K

）

十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
比
率
（
当
該
比
率
が
、
再
証
券
化
エ
ク
ス

式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
と
す
る
。

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
パ

３

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ー
セ
ン
ト
、
そ
れ
以
外
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
十
五
パ

ら
ず
、L

GD

を
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

４

第
百
五
十
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指

三

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（A

）
がK

A

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
デ

定
親
会
社
が
、
裏
付
資
産
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
リ
ス
ク
及
び
希
薄
化
リ
ス
ク
を

タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（D

）
がK

A

を
超
え
る
場
合

次
に
掲
げ
る

一
体
と
し
て
管
理
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
当
該
裏
付
資
産
の
加

算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
比
率
（
当
該
比
率
が
、
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

重
平
均L

GD

を
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
百
パ
ー
セ

ン
ト
、
そ
れ
以
外
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

K
A
は

次
条

の
規

定
に

よ
り

算
出

さ
れ

る
K

A超
過

部
分

の
所

要
自

S
S
F
A

（K

）

、

己
資

本
率

RW
�

12.5
�

12.5

�
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２

最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
無
格
付
で

あ
る
場
合
（
第
二
百
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
推
定
格
付
を
有
す
る
も
の
と

み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
算
出
さ
れ
る
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
、
当
該
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
優
先
す

る
適
格
格
付
機
関
の
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
中
で
最
も
劣
後
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
フ
ロ
ア
参
照
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
外
部
格
付
準
拠
方
式
を
用

い
て
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該
保
有
す
る

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
フ
ロ
ア
参
照
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資

産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
に
対
し
、
延
滞
状
況
を
把
握
し
て
い
な
い

原
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
が
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
標
準
的
手

法
準
拠
方
式
を
用
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
は
、
千
二
百

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
す
る
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
及
び
次
条
に
規
定
す
る

K
A

は
、
当
該
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
を
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
す
る
部
分
と
該
当
し
な
い
部
分
に
区
分
し
た
上
、
そ
の

区
分
ご
と
にK

A

を
算
出
し
、
当
該
区
分
ご
と
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
で
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加
重
平
均
し
た
値
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
再
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
の
う
ち
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
す
る

部
分
に
つ
い
てK

A

を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
、
第
二
百
四
十
二
条

及
び
第
二
百
四
十
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
部
分
に
係
る
原
資
産
プ

ー
ル
の
延
滞
率
（W

）
は
、
零
と
す
る
。

（K
A

超
過
部
分
の
所
要
自
己
資
本
率
（K

A

）
）

（N

及
びL

GD

の
計
算
に
お
け
る
簡
便
法
）

S
S
F
A

（K

）

第
二
百
四
十
一
条

前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
のK

A

超
過
部
分
の
所
要

第
二
百
四
十
一
条

第
二
百
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ

自
己
資
本
率
（K

A

）
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値

ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
裏
付
資
産
が
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス

S
S
F
A

（K

）

を
い
う
。

ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
のh

及
びv

は
、
零
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

第
二
百
三
十
九
条
第
三
項
の
（C

1

）
が
〇
・
〇
三
以
下
の
場
合
は
、
前
条

第
一
項
のL

G
D

は
〇
・
五
〇
と
し
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実
効
的
な
個
数

（N

）
は
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ

る
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、C

m

が
明

ら
か
で
な
い
場
合
は
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実
効
的
な
個
数
（N

）
を

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

e
A

D
p
及

び
K
Aは

そ
れ

ぞ
れ

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

、
、
、

、
。

e
は

自
然

対
数

の
底

（2
.7
1
8
2
8を

用
い

る
も

の
と
す

る

。

）

、

A
は

ア
タ
ッ

チ
メ

ン
ト

・
ポ

イ
ン

ト

（A

）

、

D
は

デ
タ
ッ

チ
メ

ン
ト

・
ポ

イ
ン

ト
D

）

C
mは

裏
付

資
産

に
含

ま
れ

る
資

産
の

う
ち

最
も

E
A
D
の

大
き

な
も

の
か

、
（

、
、

p
は

た
だ

し
再

証
券

化
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

に
つ

い
て

は
1
.
5
と

す
ら

順
に
m
個

の
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
E
A
D
の

総
額

が
当

該
裏
付

資
産
総

額
に

、
１
（

、
ー

ー
ー

ー

る
占

め
る

割
合

。
）

N
�

1
�

11
m
ax

1
1 ,0

1

a
�

�1/�p
K
A ��

u
�
D

K
A

l�
m
ax

,0
11

K
�

� �
�

�
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K
Aは

次
条

の
規

定
に

よ
り

算
出

さ
れ

る
延

滞
率

を
勘

案
し

た
裏

付
資

産
の

、

所
要

自
己

資
本

率
（
延
滞
率
を
勘
案
し
た
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
率
（K

A

）
）

（
内
部
評
価
方
式
）

第
二
百
四
十
二
条

前
二
条
の
延
滞
率
を
勘
案
し
た
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資

第
二
百
四
十
二
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
内
部
評
価
方

本
率
（K

A

）
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
標
準
的
手
法
に
よ
る
裏

式
に
よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
率
（K

SA

）
及
び
第
二
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り

算
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

算
出
さ
れ
る
原
資
産
プ
ー
ル
の
延
滞
率
（W

）
を
用
い
て
、
次
に
掲
げ
る
算

な
い
。

式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
と
す
る
。

２

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
内
部
評
価
方
式
に
よ
り
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合

は
、
内
部
格
付
を
適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
に
紐
付
け
し
、
第
二
百

２

前
項
のK

A

を
算
出
す
る
に
当
た
り
、
原
資
産
プ
ー
ル
の
一
部
に
延
滞
状
況

三
十
四
条
第
一
項
各
号
の
表
に
掲
げ
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
に
対
応
す
る
リ
ス

を
把
握
し
て
い
な
い
原
資
産
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
に
対
し
、
当
該
延
滞
状
況
を
把
握
し
て
い
な
い
原
資
産

を
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
が
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ

３

金
融
庁
長
官
は
、
内
部
評
価
方
式
を
用
い
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

る
と
き
に
限
り
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
りK

A

を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

額
を
算
出
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
判
断
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
承
認
を
取

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
、
当
該
延
滞

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

状
況
を
把
握
し
て
い
な
い
原
資
産
に
係
る
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
に
分
割

し
、
当
該
延
滞
状
況
を
把
握
し
て
い
な
い
原
資
産
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分

に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
るK

A

及
び
次
条
に
規
定
す
るK

S
A

を
そ
れ
ぞ
れ
算
出

す
る
も
の
と
す
る
。

K
�

1
�

0.5
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E
A
D

S
u
b
p
o
o
l

1
E
A
D

S
u
b
p
o
o
l

2
E
A
D

T
o
t
a
l及

び
K

A
S
u
b
p
o
o
l

1は
そ

れ
ぞ

れ
次

に
掲

げ
る

、
、

、

も
の

と
す

る
。

E
A
D

S
u
b
p
o
o
l

1は
裏

付
資

産
の

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
う

ち
延

滞
状

況
を

把
握

、
ー

ー

し
て

い
な

い
原

資
産

に
係

る
部

分
以

外
の

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
総

額
ー

ー

E
A
D

S
u
b
p
o
o
l

2は
裏

付
資

産
の

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
う

ち
延

滞
状

況
を

把
握

、
ー

ー

し
て

い
な

い
原

資
産

に
係

る
部

分
の

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
総

額
ー

ー

EA
D

To
t
a
lは

裏
付

資
産

の
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
総

額
、

ー
ー

K
A
S
u
bp
o
o
l
1は

裏
付

資
産

の
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
う

ち
延

滞
状

況
を

把
握

し
、

ー
ー

て
い

な
い

原
資

産
に

係
る

部
分

以
外

の
部

分
に

つ
い

て
前

項
の

規
定

に
よ

り
算

出
し

た
K

A

（
標
準
的
手
法
に
よ
る
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
率
（K

S
A

）
）

（
内
部
評
価
方
式
の
運
用
要
件
）

第
二
百
四
十
三
条

前
条
第
一
項
の
標
準
的
手
法
に
よ
る
裏
付
資
産
の
所
要
自

第
二
百
四
十
三
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
内
部
評
価
方

己
資
本
率
（K

SA

）
は
、S
A

プ
ー
ル
又
は
混
合
プ
ー
ル
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス

式
に
よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引

算
出
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ
る
運
用
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

一
A
BC
P

に
対
し
て
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
か

つ
い
て
標
準
的
手
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
所
要
自
己
資
本
の
額
（
標
準
的
手

つ
、
当
該
格
付
が
証
券
化
取
引
に
お
け
る
格
付
の
適
格
性
に
関
す
る
基
準

法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
。

乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
（
以
下
こ

二

A
BC
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

の
条
に
お
い
て
「
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
」
と
い
う
。

ク
に
係
る
内
部
評
価
が
、
適
格
格
付
機
関
が
当
該A

B
CP

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
購

K
A
�

1�
1
�

2
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）
を
、
当
該
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
で
除
し
て
得
た
値
を

入
し
た
原
資
産
に
用
い
る
評
価
基
準
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

小
数
で
表
し
た
も
の
と
す
る
。

最
初
に
評
価
し
た
日
に
お
い
て
投
資
適
格
相
当
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
のK

S
A

の
算
出
に
当
た
っ
て
、
証
券
化
目
的
導
管
体
が
存
在
す
る
場
合

三

内
部
評
価
が
経
営
情
報
及
び
資
本
配
賦
の
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
の
最
終
指

に
は
、
当
該
証
券
化
目
的
導
管
体
の
全
て
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
裏
付
資

定
親
会
社
の
内
部
リ
ス
ク
管
理
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
か

産
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
要
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か

つ
、
前
章
第
四
節
に
定
め
る
内
部
格
付
手
法
の
最
低
要
件
に
沿
っ
た
も
の

な
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
あ
る
こ
と
。

３

第
一
項
の
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ

四

内
部
評
価
手
続
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
の
程
度
が
識
別
さ
れ
、
か
つ
、
各
内

て
は
、
同
項
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
保
有
す
る
最
終
指
定
親
会
社

部
評
価
が
適
格
格
付
機
関
の
い
ず
れ
の
格
付
に
対
応
す
る
か
を
明
確
に
定

が
裏
付
資
産
を
直
接
保
有
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
裏
付
資
産

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

を
直
接
保
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

五

内
部
評
価
の
プ
ロ
セ
ス
（
信
用
補
完
の
水
準
を
定
め
る
た
め
の
ス
ト
レ

４

第
一
項
のK

SA

の
算
出
に
当
た
っ
て
、
裏
付
資
産
に
金
利
ス
ワ
ッ
プ
、
通
貨

ス
・
フ
ァ
ク
タ
ー
を
含
む
。
）
が
、
主
要
な
適
格
格
付
機
関
が
公
表
し
て

ス
ワ
ッ
プ
そ
の
他
の
ヘ
ッ
ジ
を
目
的
と
し
た
派
生
商
品
取
引
（
ク
レ
ジ
ッ
ト

い
る
評
価
基
準
以
上
に
保
守
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
適

・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
を
除
く
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

格
格
付
機
関
は
、
内
部
評
価
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
評
価
の
対
象
と
す
る

の
取
引
の
相
手
方
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
所
要
自
己
資
本
の
額
は
、

A
B
C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
購
入
さ
れ
る
原
資
産
と
同
種
の
資
産
を
裏
付

裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
に
含
め
る
も
の
と
し
、
当
該
取

資
産
と
す
るA

B
C
P

の
格
付
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

引
の
相
手
方
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
は
、

六

A
BC
P

に
対
し
て
二
以
上
の
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
が
付
与
さ
れ
て

裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。

お
り
、
同
等
の
格
付
を
取
得
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
信
用
補
完
の
水
準

５

第
一
項
のK

SA

の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
裏
付
資
産
に
適
用
さ
れ
る
信
用
リ

が
異
な
る
と
き
は
、
よ
り
保
守
的
な
信
用
補
完
の
水
準
を
要
求
す
る
適
格

ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

格
付
機
関
の
ス
ト
レ
ス
・
フ
ァ
ク
タ
ー
を
用
い
る
こ
と
。

６

第
一
項
の
裏
付
資
産
の
所
要
自
己
資
本
の
額
の
合
計
額
及
び
裏
付
資
産
の

七
A
B
C
P

に
格
付
を
付
与
す
る
適
格
格
付
機
関
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
総

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
裏
付
資
産
の
エ

じ
て
格
付
手
法
の
比
較
的
緩
や
か
な
適
格
格
付
機
関
の
み
を
選
択
す
る
こ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
個
別
貸
倒
引
当
金
及
び
原
資
産
の
購
入
又
は
譲

と
な
く
、
か
つ
、
選
択
し
た
適
格
格
付
機
関
が
格
付
手
法
（
ス
ト
レ
ス
・

渡
に
伴
い
発
生
し
た
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
の
額
（
返
金
を
要
し
な
い
も
の
に
限

フ
ァ
ク
タ
ー
を
含
む
。
）
を
変
更
し
た
場
合
は
、
内
部
評
価
の
基
準
を
変
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る
。
）
を
勘
案
し
な
い
も
の
と
す
る
。

更
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

評
価
の
対
象
と
す
る
資
産
又
は
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
適
格

格
付
機
関
の
格
付
手
法
が
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、AB

C
P

の
格

付
を
行
う
適
格
格
付
機
関
の
格
付
手
法
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
な
い
新
規

の
取
引
又
は
特
殊
な
取
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
引
に
基
づ
くAB

C
P

に
内

部
評
価
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

九

内
部
若
し
く
は
外
部
の
監
査
人
、
適
格
格
付
機
関
又
は
最
終
指
定
親
会

社
内
の
信
用
評
価
若
し
く
は
リ
ス
ク
管
理
部
門
が
、
内
部
評
価
の
プ
ロ
セ

ス
及
び
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
定
期
的
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

十

前
号
に
掲
げ
る
者
が
顧
客
対
応
及
びA

B
CP

を
担
当
す
る
営
業
部
門
か
ら

独
立
し
て
い
る
こ
と
。

十
一

内
部
評
価
方
式
に
よ
る
運
用
の
実
績
を
評
価
す
る
た
め
に
当
該
実
績

が
継
続
的
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
実
績
が

対
応
す
る
内
部
評
価
か
ら
恒
常
的
に
乖
離
し
て
い
る
場
合
は
、
必
要
に
応

じ
て
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
二

A
B
C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
資
産
の
引
受
け
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
原
資
産
の
購
入
取
引
の
仕
組
の
概
要
が

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
三

証
券
化
取
引
に
お
け
る
原
資
産
の
譲
渡
人
の
リ
ス
ク
特
性
に
関
す
る

信
用
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
四

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
購
入
す
る
原
資
産
の
適
格
性
に
関
す
る

基
準
を
設
け
て
い
る
こ
と
。
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イ

長
期
に
わ
た
っ
て
延
滞
し
て
い
る
債
権
及
び
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
債
権

の
購
入
の
禁
止

ロ

個
別
債
務
者
又
は
地
域
的
な
信
用
供
与
の
集
中
制
限

ハ

購
入
可
能
な
債
権
の
満
期
に
関
す
る
上
限

十
五

A
B
C
P

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
購
入
を
検
討
し
て
い
る
資
産
の
プ
ー
ル

の
損
失
を
推
計
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
信
用
リ
ス
ク
及
び
希
薄
化
リ
ス
ク

そ
の
他
の
生
じ
う
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
す
べ
て
の
要
因
を
勘
案
す
る
こ
と

。
十
六

裏
付
資
産
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
潜
在
的
な
信
用
力
低
下
を
防
止
す

る
た
め
に
、
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
プ
ー
ル
ご
と
に
、
購
入
停
止
措
置
そ

の
他
の
資
産
の
購
入
に
関
す
る
対
策
が
、A

B
CP

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
。

（
原
資
産
プ
ー
ル
の
延
滞
率
（W

）
）

（
内
部
格
付
手
法
に
お
け
る
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
の
与
信
相
当
額
等

）

第
二
百
四
十
四
条

第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
原
資
産
プ
ー
ル
の
延
滞
率
（

第
二
百
四
十
四
条

オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

W

）
は
、
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
第
三

ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
外
部
格
付
準
拠
方
式
又
は
内
部
評
価
方
式
に
よ
り
信
用

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
次
に

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
想
定
元
本

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
が
発
生
し
た
場
合
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額

額
の
未
実
行
の
部
分
の
額
に
つ
い
て
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
掛
目
を
乗
じ
て
得

を
、
原
資
産
プ
ー
ル
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
で
除
し
て
得
ら
れ
る
値

た
額
を
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
与
信
相
当
額
と
す
る
。

と
す
る
。

２

オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い

一

債
務
超
過
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
更
生

て
、
第
二
百
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計

手
続
開
始
の
決
定
、
特
別
清
算
開
始
の
命
令
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事

算
す
る
場
合
に
所
要
自
己
資
本
率
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
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由

当
該
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
に
係
る
未
実
行
部
分
の
額
に
千
二
百
五
十

二

差
押
え
、
仮
差
押
え
そ
の
他
の
強
制
執
行
手
続

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

三

証
券
化
取
引
の
関
連
契
約
で
規
定
さ
れ
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由

適
格
流
動
性
補
完
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
想
定

元
本
額
の
う
ち
未
実
行
部
分
の
額
を
与
信
相
当
額
と
し
て
裏
付
資
産
を
構
成

す
る
個
々
の
資
産
に
対
し
て
標
準
的
手
法
で
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
の
う
ち
、
最
も
高
い
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
目

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
上
限

［
目
名
を
付
す
る
。
］

（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
上
限
）

（
重
複
す
る
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
の
取
扱
い
）

第
二
百
四
十
五
条

最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
二
目
か
ら
前
目
ま
で
の
規
定
に

第
二
百
四
十
五
条

第
二
百
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
に

か
か
わ
ら
ず
、
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
を
計
算
す
る

ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
を
保
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
裏
付
資
産
の
構

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
段
の
定
め
の
な
い
限

成
を
常
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

り
、
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
資
産
項
目
で
あ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
当
該
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

に
対
す
る
掛
目
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
上
限
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
がI

R
B

プ
ー
ル
に
係
る
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
場
合

第
四
章
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ

る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
に
一
・
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
期
待

損
失
の
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
当
該
最
優
先
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
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と
し
て
使
用
し
て
、
当
該
裏
付
資
産
の
全
て
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
対

象
に
算
出
さ
れ
る
金
額
を
加
重
平
均
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

二

当
該
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
がS

A

プ
ー
ル
に
係
る
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
場
合

第
三
章
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
使
用
し
て
、
当
該
裏
付
資
産
の
全
て
の
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
を
対
象
に
算
出
さ
れ
る
金
額
を
加
重
平
均
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト

三

当
該
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
混
合
プ
ー
ル
に
係
る
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
最
終
指
定
親
会
社
が
内
部
格
付
手
法
準

拠
方
式
を
用
い
る
場
合

当
該
裏
付
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち

第
一
条
第
七
十
三
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
あ
っ
て
は
第
四
章

の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
に
一
・
〇
六

を
乗
じ
て
得
た
額
と
期
待
損
失
の
額
に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合

計
額
を
当
該
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
で
除
し
て
得
た
割

合
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
使
用
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て

は
第
三
章
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
使
用
し
た

場
合
の
、
当
該
裏
付
資
産
の
全
て
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
対
象
に
算
出

さ
れ
る
金
額
を
加
重
平
均
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

四

当
該
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
混
合
プ
ー
ル
に
係
る
証
券

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
最
終
指
定
親
会
社
が
外
部
格
付
準
拠
方

式
又
は
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
る
場
合

第
三
章
の
規
定
に
よ
り

算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
使
用
し
て
、
当
該
裏
付
資
産
の
全
て

の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
対
象
に
算
出
さ
れ
る
金
額
を
加
重
平
均
し
た
リ
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ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

第
七
目

適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

［
目
を
加
え
る
。
］

（
適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
）

第
二
百
四
十
五
条
の
二

適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
の
各
号

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
第
二
目
か
ら
前
目
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
と
き
は
十
パ
ー
セ
ン
ト

、
当
該
適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
と
き
は
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

一

内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
場
合

第
二
目
の
規
定
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ

ー
タ
ー
（p

）
は
、
同
項
に
掲
げ
る
算
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る

算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
と
す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て

K
I
R
Bに
あ
っ
て
は
第
二
百
三
十
二
条
に
定
め
る
と
こ

、

p
�
m
ax
0.3,

�
�1

��
�

�
0.5
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ろ
に

よ
り

N
L
G
D

M
T

A
B

C
D
及

び
E
に

あ
っ

て
は

第
二

百
三

、
、

、
、
、
、
、

十
五

条
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

二

外
部
格
付
準
拠
方
式
又
は
内
部
評
価
方
式
を
用
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ

ト
を
算
出
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
場
合

第
三
目
又
は

第
四
目
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
三
十
六
条

第
一
項
の
規
定
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

イ

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
又
は
第
二
百
三
十
七
条
に
規
定
す

る
推
定
格
付
が
長
期
格
付
で
あ
っ
て
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
が
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
場
合

第
二
百
三
十

六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
表
中
「

信
用
リ
ス
ク

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間

区
分

一
年

五
年

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

６
䢣
１

十
五

二
十

６
䢣
２

十
五

三
十

６
䢣
３

二
十
五

四
十
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６
䢣
４

三
十

四
十
五

６
䢣
５

四
十

五
十

６
䢣
６

五
十

六
十
五

６
䢣
７

六
十

七
十

６
䢣
８

七
十
五

九
十

６
䢣
９

九
十

百
五

６
䢣

百
二
十

百
四
十

10

６
䢣

百
四
十

百
六
十

11

６
䢣

百
六
十

百
八
十

12

６
䢣

二
百

二
百
二
十
五

13

６
䢣

二
百
五
十

二
百
八
十

14
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６
䢣

三
百
十

三
百
四
十

15

６
䢣

三
百
八
十

四
百
二
十

16

６
䢣

四
百
六
十

五
百
五

17

６
ー

千
二
百
五
十

18
」
と
あ
る
の
は
、
「

信
用
リ
ス
ク

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間

区
分

一
年

五
年

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

６
䢣
１

十

６
䢣
２

十

十
五

６
䢣
３

十
五

二
十

６
䢣
４

十
五

二
十
五
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６
䢣
５

二
十

三
十

６
䢣
６

三
十

四
十

６
䢣
７

三
十
五

四
十

６
䢣
８

四
十
五

五
十
五

６
䢣
９

五
十
五

六
十
五

６
䢣

七
十

八
十
五

10

６
䢣

百
二
十

百
三
十
五

11

６
䢣

百
三
十
五

百
五
十
五

12

６
䢣

百
七
十

百
九
十
五

13

６
䢣

二
百
二
十
五

二
百
五
十

14

６
䢣

二
百
八
十

三
百
五

15

６
䢣

三
百
四
十

三
百
八
十

16
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６
䢣

四
百
十
五

四
百
五
十
五

17

６
䢣

千
二
百
五
十

18
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ロ

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
又
は
第
二
百
三
十
七
条
に
規
定
す

る
推
定
格
付
が
長
期
格
付
で
あ
っ
て
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
が
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
な
い
場
合

第
二
百
三
十

六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
中
「

信
用

リ
ス

ク
証

券
化

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
残

存
期

間
ー

ー

区
分

１
年

５
年

パ
セ

ン
ト

パ
セ

ン
ト

（
ー

）
（
ー

）

６
－

１
15

7
0

６
－

２
15

9
0

６
－

３
3
0

1
2
0

６
－

４
4
0

1
4
0
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６
－
５

60
1
6
0

６
－
６

80
1
8
0

６
－
７

12
0

2
1
0

６
－
８

17
0

2
6
0

６
－
９

22
0

3
1
0

６
－
1
0

3
3
0

4
2
0

６
－
1
1

4
70

5
8
0

６
－
1
2

6
20

7
6
0

６
－
13

75
0

8
6
0

６
－
14

90
0

9
5
0

６
－
1
5

1
0
50
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６
－
1
6

1
1
3
0

６
－
1
7

1
2
5
0

６
－
1
8

1
2
5
0

」
と
あ
る
の
は
、
「

信
用
リ
ス
ク

証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
残
存
期
間

ー
ー

区
分

１
年

５
年

パ
セ
ン
ト

パ
セ
ン
ト

（
ー

）
（
ー

）

６
－
１

1
5

40

６
－
２

1
5

55

６
－
３

15
7
0

６
－
４

25
8
0

６
－
５

3
5

9
5
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６
－
６

6
0

1
3
5

６
－
７

9
5

1
7
0

６
－
８

1
50

2
2
5

６
－
９

1
80

2
5
5

６
－
1
0

2
70

3
45

６
－
1
1

4
05

5
00

６
－
1
2

53
5

65
5

６
－
1
3

64
5

74
0

６
－
14

8
1
0

85
5

６
－
15

9
4
5

６
－
1
6

1
0
1
5

６
－
1
7

1
2
5
0
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６
－
1
8

1
2
5
0

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ハ

適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
又
は
第
二
百
三
十
七
条
に
規
定
す

る
推
定
格
付
が
短
期
格
付
の
場
合

第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号

の
表
中
「

信
用
リ
ス
ク
区
分

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

７
䢣
１

十
五

７
䢣
２

五
十

７
䢣
３

百

７
䢣
４

千
二
百
五
十

」
と
あ
る
の
は
、
「

信
用
リ
ス
ク
区
分

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

７
䢣
１

十
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７
䢣
２

三
十

７
䢣
３

六
十

７
䢣
４

千
二
百
五
十

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

標
準
的
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
場
合

第
五
目
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
四
十
一
条
中
「１

た
だ

し
再

証
券

化
（

、

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

に
つ

い
て

は
1.
5
と

す
る

」
と
あ
る
の
は
「0

.5
ー

ー
。
）

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
六
目
の
規
定
は
、
前
項
各
号
の
場
合
に
お
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
「
適
格S

T
C

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
は
、
次
に
掲
げ

る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
及
び
投
資
家
が
常
に
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産
譲
渡
型
証
券
化
取
引
（A

B
C
P

及
びA

B
C
P

プ
ロ
グ

ラ
ム
に
お
け
る
証
券
化
目
的
導
管
体
に
対
す
る
貸
付
け
並
び
に
再
証
券
化
取

引
を
除
く
。
）
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。

一

原
資
産
の
特
性
が
同
質
で
あ
る
こ
と
。

二

投
資
家
が
証
券
化
取
引
の
リ
ス
ク
特
性
を
把
握
す
る
た
め
に
十
分
な
期

間
に
わ
た
る
原
資
産
と
実
質
的
に
リ
ス
ク
特
性
が
類
似
す
る
資
産
に
係
る

損
失
実
績
（
延
滞
状
況
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報
を
入
手
可
能
で
あ
る
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こ
と
。

三

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
、
原
資
産
と
実
質
的
に
リ
ス
ク
特
性
が
類
似
す
る

資
産
に
つ
き
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に

応
じ
て
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
組
成
の
経
験
年
数
を
有
し
て
い
る
こ

と
。

イ

個
人
向
け
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の

五
年

以
上

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

七
年
以
上

四

原
資
産
が
原
資
産
プ
ー
ル
に
含
め
ら
れ
る
時
点
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
こ
と
。

イ

当
該
原
資
産
プ
ー
ル
に
延
滞
若
し
く
は
デ
フ
ォ
ル
ト
の
状
態
又
は
こ

れ
ら
の
兆
候
を
示
す
債
権
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

証
券
化
取
引
の
関
係
者
が
デ
フ
ォ
ル
ト
時
の
回
収
不
能
額
の
著
し
い

増
加
を
示
す
証
拠
を
認
識
し
て
い
る
債
権
又
は
強
制
執
行
、
差
押
え
若

し
く
は
仮
差
押
え
が
行
わ
れ
て
い
る
債
権
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
。

五

原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
全
て
の
債
権
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
確
認

が
原
則
と
し
て
証
券
化
取
引
の
実
行
日
の
四
十
五
日
前
か
ら
実
行
日
ま
で

の
間
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

債
権
の
組
成
に
先
立
つ
三
年
間
の
間
に
債
務
者
が
破
産
手
続
開
始
の

決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
更
生
手
続
開
始
の
決
定
、
特
別
清
算

開
始
の
命
令
若
し
く
は
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
の
決
定
（
こ
れ
ら

に
準
ず
る
外
国
の
手
続
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
又
は
債
務
者
に
つ
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い
て
、
特
定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

特
定
調
停
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

債
務
者
に
係
る
事
故
情
報
（
延
滞
、
債
務
整
理
、
代
位
弁
済
そ
の
他

債
務
者
の
支
払
能
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
情
報
を
い

う
。
）
が
信
用
情
報
機
関
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

債
務
者
が
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
又
は
こ
れ
に
類
す
る
外
部
信

用
評
価
を
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
が
著
し
く

高
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
て
い
る
と
評
価
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
初
の
債
権
者
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
を
含
む
。
）
と
債
務
者
と
の
間

で
民
事
上
の
紛
争
が
起
き
て
い
る
こ
と
。

六

原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
債
権
が
当
該
プ
ー
ル
に
含
め
ら
れ
る
時
点

で
、
当
該
債
権
の
返
済
実
績
が
原
則
と
し
て
一
回
以
上
あ
る
こ
と
。

七

原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
債
権
が
、
著
し
い
信
用
力
の
劣
化
を
伴
わ

ず
、
か
つ
、
著
し
く
資
産
を
劣
化
さ
せ
な
い
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
一
貫
し

た
審
査
基
準
に
基
づ
い
て
組
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

八

原
資
産
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
選
択
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
。

九

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
原
資
産
に
対
し
て
有
効
な
支
配
権
を
有
せ
ず
、
当

該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
倒
産
手
続
等
に
お
い
て
も
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー

又
は
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
債
権
者
の
支
配
権
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、

原
資
産
が
法
的
に
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
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、
か
か
る
状
態
に
つ
い
て
弁
護
士
等
に
よ
る
適
切
な
意
見
書
を
具
備
し
て

い
る
こ
と
。

十

投
資
家
が
原
資
産
に
係
る
個
別
明
細
デ
ー
タ
又
は
リ
ス
ク
特
性
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
階
層
別
デ
ー
タ
（
分
散
度
の
高
い
原
資
産
プ
ー
ル
で

あ
る
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
を
証
券
化
取
引
の
実
行
前
及
び
取
引
期
間

中
に
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
。

十
一

証
券
化
取
引
に
お
け
る
投
資
家
へ
の
償
還
が
原
資
産
の
売
却
や
借
換

え
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

十
二

元
本
及
び
利
息
の
支
払
に
関
し
金
利
リ
ス
ク
又
は
外
国
為
替
リ
ス
ク

が
存
在
す
る
場
合
に
、
か
か
る
リ
ス
ク
が
適
切
に
ヘ
ッ
ジ
さ
れ
、
か
つ
、

投
資
家
が
ヘ
ッ
ジ
取
引
に
関
す
る
情
報
を
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
。

十
三

元
本
及
び
利
息
の
支
払
順
位
が
関
連
契
約
に
お
い
て
適
切
に
規
定
さ

れ
、
か
つ
、
元
本
及
び
利
息
の
支
払
に
関
す
る
情
報
（
支
払
に
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
）
が
取
引
の
実
行
前

及
び
取
引
期
間
中
に
投
資
家
に
対
し
て
開
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
四

個
々
の
原
資
産
に
係
る
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
一
切
の
権
利
（
議
決
権

を
含
む
。
）
が
当
該
原
資
産
の
証
券
化
目
的
導
管
体
へ
の
譲
渡
に
伴
い
当

該
証
券
化
目
的
導
管
体
に
移
転
さ
れ
、
か
つ
、
投
資
家
が
有
す
る
権
利
が

関
連
契
約
に
お
い
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
五

投
資
家
が
弁
護
士
等
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
適
切
な
取
引
関
連
書

類
又
は
そ
の
写
し
を
実
務
上
可
能
な
範
囲
で
取
引
の
実
行
前
及
び
取
引
期

間
中
に
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
。

十
六

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
一
部
を
適
切
な



- 118 -

態
様
で
保
有
し
て
い
る
こ
と
（
第
二
百
二
十
六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

十
七

証
券
化
取
引
に
係
る
業
務
受
託
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
具
備
し
て

い
る
こ
と
。

イ

受
託
業
務
に
つ
い
て
高
度
な
専
門
的
知
識
を
も
っ
て
適
切
に
業
務
遂

行
で
き
る
能
力
及
び
十
分
な
実
績
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

ロ

取
引
関
連
書
類
に
お
い
て
、
当
該
業
務
受
託
者
に
つ
き
、
各
ト
ラ
ン

シ
ェ
の
債
権
者
の
衡
平
を
害
し
な
い
よ
う
行
動
す
る
義
務
が
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

ハ

業
務
内
容
に
応
じ
た
報
酬
体
系
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
八

取
引
関
連
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

当
該
証
券
化
取
引
の
関
連
当
事
者
の
契
約
上
の
義
務
及
び
責
任

ロ

重
要
な
関
連
当
事
者
の
信
用
力
悪
化
時
の
交
代
に
関
す
る
事
項

十
九

投
資
家
が
次
に
掲
げ
る
情
報
を
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
。

イ

原
資
産
に
係
る
元
本
及
び
利
息
の
支
払
実
績
（
予
定
さ
れ
て
い
た
支

払
額
、
期
限
前
償
還
元
本
額
及
び
未
収
利
息
の
額
を
含
む
。
）

ロ

原
資
産
に
係
る
延
滞
状
況
等

ハ

そ
の
他
証
券
化
取
引
に
係
る
収
入
及
び
支
払
に
関
す
る
情
報

二
十

原
資
産
の
カ
ッ
ト
オ
フ
日
（
証
券
化
目
的
導
管
体
に
譲
渡
す
る
原
資

産
を
確
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

い
て
、
原
資
産
が
不
動
産
取
得
等
事
業
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
は
な

く
、
か
つ
、
第
三
章
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
原
資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
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合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
効
果
の
勘
案
後
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
）
が
、
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
原
資
産
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

イ

抵
当
権
付
住
宅
ロ
ー
ン
又
は
十
分
な
保
証
が
付
さ
れ
た
住
宅
ロ
ー
ン

当
該
住
宅
ロ
ー
ン
で
構
成
さ
れ
る
原
資
産
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お

け
る
金
額
加
重
平
均
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

あ
る
こ
と
。

ロ

中
小
企
業
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
個
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

個
々
の
原
資
産
の
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

個
々
の
原

資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
一

原
資
産
の
カ
ッ
ト
オ
フ
日
に
お
い
て
、
個
々
の
原
資
産
の
債
権
の

残
高
が
原
資
産
プ
ー
ル
の
全
て
の
債
権
の
残
高
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

が
い
ず
れ
も
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
原
資
産
が
い
ず
れ
も
事
業
法
人
向
け
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
か
つ
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
当
該
証
券
化
取
引

に
お
け
る
最
劣
後
部
分
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
保
有
し
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
二

法
令
（
外
国
の
法
令
を
含
む
。
）
又
は
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
証

券
化
取
引
に
つ
き
、
前
各
号
に
掲
げ
る
要
件
又
は
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
要
件
と
同
種
類
の
要
件
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
投
資
家
に

対
し
て
適
切
に
開
示
す
る
こ
と
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
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第
三
款

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法

［
款
名
を
付
す
る
。
］

（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
適
用
に

（
適
格
な
サ
ー
ビ
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ド
バ
ン
ス
の
取
扱
い
）

係
る
総
則
）

第
二
百
四
十
六
条

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
内
部
格
付

第
二
百
四
十
六
条

最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

手
法
に
よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
を
計

ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
証
券
化

算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
担
保
（
証
券
化
目
的
導
管
体
か

ら
提
供
さ
れ
る
担
保
を
含
む
。
）
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
勘
案
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

算
出
に
当
た
り
、
内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
る
場
合

次
に
掲
げ

る
担
保

イ

第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
適
格
金
融
資
産
担
保

ロ

第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
適
格
資
産
担
保

二

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

算
出
に
当
た
り
、
外
部
格
付
準
拠
方
式
又
は
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
を
用

い
る
場
合

第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
適
格
金
融
資
産
担
保
（
包
括
的
手

法
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
適
格
金
融
資

産
担
保
）

２

第
三
章
第
六
節
並
び
に
第
百
三
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
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一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
よ
る
信
用

リ
ス
ク
削
減
効
果
を
勘
案
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
節
中
「
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
最

終
指
定
親
会
社
」
と
、
第
九
十
八
条
第
二
号
中
「
適
格
格
付
機
関
が
格
付
を

付
与
し
て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
適
格
格
付
機
関
が
、
４
䢭
３
以
上
の

信
用
リ
ス
ク
区
分
に
対
応
す
る
格
付
を
付
与
し
て
お
り
、
か
つ
、
信
用
リ
ス

ク
削
減
手
法
を
勘
案
す
る
当
初
の
時
点
に
お
い
て
、
４
䢭
２
以
上
の
信
用
リ

ス
ク
区
分
に
対
応
す
る
格
付
を
付
与
し
て
い
る
も
の
」
と
、
「
関
連
会
社
等

を
含
む
」
と
あ
る
の
は
「
関
連
会
社
等
を
含
み
、
証
券
化
目
的
導
管
体
を
除

く
」
と
、
第
百
七
条
中
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
」
と
あ
る
の
は

「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
（
一
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
残
存

期
間
の
異
な
る
複
数
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
提
供
さ
れ
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
残
存
期
間
が
最
も
長
い
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
も
の
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
第
百
三
十
条
第
一
項

中
「
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社

」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
、
「
事
業
法

人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
一
条
か
ら
第
百
五
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
一
条
、
第
百
四
条
、
第
百
五
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
三
章
第
六
節
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
適
格
金
融
資
産
担
保
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
勘
案
す
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
節
中
「
標
準
的
手
法
採
用
最

終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
指
定
親
会
社
」
と
、
第
九
十
条
第
一
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号
中
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
残
存
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
の
残
存
期
間
（
一
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
残
存
期
間
の
異
な
る
複

数
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
残
存
期
間
が
最
も
長
い
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
も
の
と
す
る

。
第
百
七
条
及
び
第
百
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

４

第
百
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
適

格
資
産
担
保
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
勘
案
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
劣
後
債
権
を

除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
、
「
基
礎
的

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採

用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
、
「
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と

あ
る
の
は
「
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
比
例
的
な
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
取
扱
い
）

（
内
部
格
付
手
法
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
取
扱
い
）

第
二
百
四
十
七
条

最
終
指
定
親
会
社
が
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対

第
二
百
四
十
七
条

第
百
三
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十

し
て
比
例
的
な
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
っ
て

三
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
並
び
に
第
百
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
が
提
供
さ
れ
て
い
る
部
分
が
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減

定
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
つ

効
果
の
提
供
対
象
と
な
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
全
額
よ
り
小
さ
い
場
合
に

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
法
人
等

お
い
て
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
提
供
す
る
者
と
受
け
る
者
が
、
当

向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」

該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
損
失
を
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
が
提
供

と
、
「
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
内

さ
れ
て
い
る
部
分
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
と
そ
れ
以
外
の
部
分
の
エ
ク

部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
と
の
割
合
に
応
じ
て
負
担
す
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
は
、
証
券
化
エ

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
提
供

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
優
先
部
分
か
ら
順
に
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
額

し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
当
該
信

に
達
す
る
ま
で
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
次

用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
提
供
す
る
部
分
を
直
接
保
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な

に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
で
適
用
す
る
。

し
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ロ
ス
を
引
き
受
け
る
場
合

２

最
終
指
定
親
会
社
が
、
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に
対
し
て
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手

比
例
的
な
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
の
提
供
を

法
が
引
き
受
け
る
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ロ
ス
の
額
が
占
め
る
割
合

受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
信
用
リ

二

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
が
、
一
定
の
割
合
で
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ス
ク
削
減
効
果
の
提
供
を
受
け
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
信
用
リ
ス
ク
削

ー
に
生
じ
た
損
失
を
引
き
受
け
る
場
合

当
該
一
定
の
割
合

減
効
果
を
勘
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
階
層
化
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
取
扱
い
）

（
内
部
格
付
手
法
に
お
け
る
早
期
償
還
条
項
の
取
扱
い
）

第
二
百
四
十
八
条

最
終
指
定
親
会
社
が
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対

第
二
百
四
十
八
条

第
二
百
三
十
条
の
規
定
は
、
内
部
格
付
手
法
に
よ
り
早
期

し
て
階
層
化
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用

償
還
条
項
付
の
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出

リ
ス
ク
を
優
先
度
の
異
な
る
複
数
の
階
層
に
分
割
し
て
、
一
以
上
の
階
層
に

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
投
資
家

係
る
信
用
リ
ス
ク
を
、
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
を
提
供
す
る
一
又
は
複
数
の

の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
証
券
化

者
に
移
転
す
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
対
象
と
す
る
実
行
済
み
の
信
用
供
与
の
額
及
び
想
定

て
同
じ
。
）
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
提
供
し
て
い
る
場
合
に
は
、

元
本
額
の
未
実
行
の
部
分
の
信
用
供
与
額
のE

A
D

の
額
の
合
計
額
」
と
読
み

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
分
割
さ
れ
た
複
数
の
階
層
の
う

替
え
る
も
の
と
す
る
。

ち
当
該
最
終
指
定
親
会
社
が
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
提
供
す
る
階
層
を
直

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
想
定
元
本
額
の
未
実
行
の
部
分
のE

A
D

は
、
証

接
保
有
す
る
も
の
と
み
な
し
て
こ
の
章
の
規
定
を
適
用
し
、
信
用
リ
ス
ク
・

券
化
さ
れ
た
実
行
済
み
の
信
用
供
与
の
額
に
対
し
て
投
資
家
の
持
分
が
占
め

ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
分
割
さ

る
割
合
を
想
定
元
本
額
の
未
実
行
の
部
分
に
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
。

れ
た
個
々
の
階
層
を
当
初
の
証
券
化
取
引
（
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
投
資
家
の
持
分
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
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ー
の
組
成
の
原
因
と
な
っ
た
証
券
化
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

セ
ッ
ト
の
額
は
、
投
資
家
の
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
に

同
じ
。
）
に
お
い
て
組
成
さ
れ
た
一
の
ト
ラ
ン
シ
ェ
と
み
な
す
も
の
と
す
る

、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
定
め

。

る
掛
目
及
び
所
要
自
己
資
本
率
を
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
。

２

最
終
指
定
親
会
社
が
、
保
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し
て

階
層
化
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
の
提

供
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
信

用
リ
ス
ク
削
減
効
果
の
提
供
を
受
け
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
信
用
リ
ス

ク
削
減
効
果
を
勘
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
階
層
化
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
る

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
勘
案
し
た
結
果
と
し
て
、
最
終
指
定
親
会
社
が
保

有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
を
留
保
す
る
部
分
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
当
初
の
証
券
化
取
引
に
お
い
て
組
成
さ
れ
た
一
又

は
複
数
の
ト
ラ
ン
シ
ェ
と
み
な
し
て
こ
の
章
の
規
定
を
適
用
し
、
当
該
部
分

の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

最
終
指
定
親
会
社
が
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
を
提
供

す
る
階
層
及
び
前
項
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク
を
留
保
す
る
部
分
（
次
項
及

び
第
六
項
に
お
い
て
「
み
な
し
ト
ラ
ン
シ
ェ
」
と
い
う
。
）
に
係
る
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た

り
、
内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
又
は
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
算
出

し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
当
初
の
証
券
化
取
引
に

お
け
る
全
て
の
裏
付
資
産
を
対
象
と
し
て
第
二
百
三
十
二
条
に
規
定
す
るK

I
R

B

又
は
第
二
百
四
十
三
条
に
規
定
す
るK

S
A

を
算
出
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、

み
な
し
ト
ラ
ン
シ
ェ
ご
と
に
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（A

）
及
び
デ
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タ
ッ
チ
メ
ン
ト
・
ポ
イ
ン
ト
（D

）
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５

最
終
指
定
親
会
社
が
複
数
の
階
層
に
分
割
さ
れ
る
前
の
当
初
の
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
当
初
の
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
自
体
の
信
用
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
る
と
仮

定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
に
当
た
り
、
第
二
百
二
十
八
条
の
規

定
に
基
づ
い
て
外
部
格
付
準
拠
方
式
を
用
い
る
も
の
と
判
定
さ
れ
る
と
き
は

、
み
な
し
ト
ラ
ン
シ
ェ
に
係
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
最
終
指
定
親
会
社
が

保
有
す
る
み
な
し
ト
ラ
ン
シ
ェ
の
状
況
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定

め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
分
割
さ
れ
た
複
数
の
階

層
の
中
で
最
も
優
先
度
が
高
い
階
層
で
あ
る
場
合

外
部
格
付
準
拠
方
式

に
よ
り
算
出
さ
れ
る
当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
せ
ず
、
当
初
の
証
券
化
取
引
に
お
い
て
組

成
さ
れ
た
当
該
当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
劣
後
す
る
ト
ラ
ン

シ
ェ
か
ら
格
付
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

第
二
款
第
三
目
又
は

第
二
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
当
該
推
定
さ
れ
た
格
付
を
前
提
と

し
て
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
（
外
部
格
付
準
拠
方
式
の
適
用
に

当
た
っ
て
は
、
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
階
層
の
「T

」
（
第
二
百

三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
るT

を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
も

の
と
す
る
。
）
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三

前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合

第
二
款
第
五
目
又
は
第
二

百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
。
た

だ
し
、
第
一
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す

る
。

６

最
終
指
定
親
会
社
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
が
保
有
す
る
み
な
し

ト
ラ
ン
シ
ェ
が
、
当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
分
割
さ
れ

た
複
数
の
階
層
の
中
で
最
も
優
先
度
が
高
い
階
層
以
外
の
階
層
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
当
初
の
証
券
化
取
引
に

お
い
て
最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
組
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
当
該
み
な
し
ト
ラ
ン
シ
ェ
を
最
優
先
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て

取
り
扱
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
）

（
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
）

第
二
百
四
十
八
条
の
二

［
略
］

第
二
百
四
十
八
条
の
二

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
が
債
券
等
（
第
二
百
五

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
が
債
券
等
（
第
二
百
五

十
九
条
に
規
定
す
る
債
券
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

十
九
条
に
規
定
す
る
債
券
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
個
別
リ
ス
ク
の
算
出
に
つ
い
て
、
第
二
百
五
十
条
の
承
認
を
受
け
て
お

係
る
個
別
リ
ス
ク
の
算
出
に
つ
い
て
、
第
二
百
五
十
条
の
承
認
を
受
け
て
お

り
、
か
つ
、
第
四
十
九
条
第
一
項
（
第
百
三
十
四
条
第
六
項
又
は
第
百
四
十

り
、
か
つ
、
第
四
十
九
条
第
一
項
（
第
百
三
十
四
条
第
五
項
又
は
第
百
四
十

二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
を
受
け
て
い
る

二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
を
受
け
て
い
る

場
合
に
は
、
第
三
節
に
定
め
る
先
進
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
を
用
い
て
、
次
の

場
合
に
は
、
第
三
節
に
定
め
る
先
進
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
を
用
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
に
係
る

各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
を
取
引
相
手
方
と
す
る
派
生
商
品
取
引
に
係
る

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
）

（
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
個
別
リ
ス
ク
）

第
二
百
八
十
条
の
二

前
三
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
が

第
二
百
八
十
条
の
二

前
三
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
標
準
的
手
法
採
用
最

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、

終
指
定
親
会
社
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
の
額
を
算
出

当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
百
二

す
る
場
合
に
は
、
適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス

十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
し
て
算
定
し
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を

ク
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
第
二
百
六
十
条
又
は

十
二
・
五
で
除
し
た
値
を
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
、
第
二
百
六
十
条
又
は

第
二
百
六
十
一
条
に
定
め
る
要
領
に
基
づ
き
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

第
二
百
六
十
一
条
に
規
定
す
る
要
領
に
基
づ
き
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

銘
柄
ご
と
に
相
殺
し
た
後
の
ネ
ッ
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額

の
銘
柄
ご
と
に
相
殺
し
た
後
の
ネ
ッ
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
額
に
当
該
リ
ス
ク

を
個
別
リ
ス
ク
の
額
と
す
る
。

・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を
個
別
リ
ス
ク
の
額
と
す
る
。

一

長
期
格
付
け
の
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
指
定
親
会
社
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

こ
ろ
に
よ
る
。

個
別
リ
ス
ク
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
第
五
章
第
一
節
及
び
第
二
節
第

一
款
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
二
十
六
条
の
四

信
用
リ
ス
ク

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

第
一
項
中
「
次
款
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
次
款
（
第
七
目
を
除
く
。
）
の

区
分

(

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

の
場
合

規
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ャ
ー
を
除
く
。)

の
場
合

(

パ
ー
セ
ン
ト)

(

パ
ー
セ
ン
ト)

６
䢭
１

一
・
六

三
・
二

６
䢭
２

四

八
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６
䢭
３

八

十
八

６
䢭
４

二
十
八

五
十
二

６
䢭
５

百

二

短
期
格
付
の
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

信
用
リ
ス
ク

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

区
分

（
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

の
場
合

ャ
ー
を
除
く
。
）
の
場
合

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

７
䢭
１

一
・
六

三
・
二

７
䢭
２

四

八

７
䢭
３

八

十
八

７
䢭
４

百
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（
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
シ
ョ
ー
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
個
別
リ
ス
ク

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

）

ャ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
）

第
二
百
八
十
条
の
三

第
二
百
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
証
券
化
エ
ク
ス

第
二
百
八
十
条
の
三

前
三
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
部
格
付
手
法
採
用

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

最
終
指
定
親
会
社
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ャ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
の
額
を
算
出

す
る
場
合
に
は
、
適
格
格
付
機
関
の
付
与
す
る
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス

ク
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
第
二
百
六
十
条
又
は

第
二
百
六
十
一
条
に
定
め
る
要
領
に
基
づ
き
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

銘
柄
ご
と
に
相
殺
し
た
後
の
ネ
ッ
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額

を
個
別
リ
ス
ク
の
額
と
す
る
。

一

長
期
格
付
の
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

信
用
リ

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
再
証
券

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ス
ク
区

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
の

ャ
ー
の
場
合

分

場
合が

六
以
上

が
六
以

が
六
未

当
該
再
証
券

当
該
再
証
券

N

N

N

で
あ
り
、
か

上
の
場
合

満
の
場
合

化
エ
ク
ス
ポ

化
エ
ク
ス
ポ

つ
、
当
該
証

（
パ
ー
セ

（
パ
ー
セ

ー
ジ
ャ
ー
が

ー
ジ
ャ
ー
が

券
化
エ
ク
ス

ン
ト
）

ン
ト
）

最
優
先
証
券

最
優
先
証
券

ポ
ー
ジ
ャ
ー

化
エ
ク
ス
ポ

化
エ
ク
ス
ポ

が
最
優
先
証

ー
ジ
ャ
ー
（

ー
ジ
ャ
ー
（

券
化
エ
ク
ス

内
部
評
価
方

内
部
評
価
方
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ポ
ー
ジ
ャ
ー

式
に
よ
る
場

式
に
よ
る
場

（
内
部
評
価

合
を
含
む
。

合
を
含
む
。

方
式
に
よ
る

）
で
あ
る
場

）
で
な
い
場

場
合
を
含
む

合

合

。
）
で
あ
る

（
パ
ー
セ
ン

（
パ
ー
セ
ン

場
合

ト
）

ト
）

（
パ
ー
セ
ン

ト
）

８
䢣
１

〇
・
五
六

〇
・
九
六

一
・
六
〇

一
・
六
〇

二
・
四
〇

８
䢣
２

〇
・
六
四

一
・
二
〇

二
・
〇
〇

二
・
〇
〇

三
・
二
〇

８
䢣
３

〇
・
八
〇

一
・
四
四

二
・
八
〇

四
・
〇
〇

８
䢣
４

〇
・
九
六

一
・
六
〇

二
・
八
〇

三
・
二
〇

五
・
二
〇

８
䢣
５

一
・
六
〇

二
・
八
〇

四
・
八
〇

八
・
〇
〇

８
䢣
６

二
・
八
〇

四
・
〇
〇

八
・
〇
〇

十
二
・
〇
〇

８
䢣
７

四
・
八
〇

六
・
〇
〇

十
二
・
〇
〇

十
八
・
〇
〇
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８
䢣
８

八
・
〇
〇

十
六
・
〇
〇

二
十
八
・
〇

〇

８
䢣
９

二
十
・
〇
〇

二
十
四
・
〇

四
十
・
〇
〇

〇

８
䢣

三
十
四
・
〇
〇

四
十
・
〇
〇

五
十
二
・
〇

10

〇

８
䢣

五
十
二
・
〇
〇

六
十
・
〇
〇

六
十
八
・
〇

11

〇

８
䢣

百
・
〇
〇

12
二

短
期
格
付
の
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

信
用
リ

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
再
証
券

再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ス
ク
区

化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
の

ャ
ー
の
場
合

分

場
合が

六
以
上

が
六
以

が
六
未

当
該
再
証
券

当
該
再
証
券

N

N

N

で
あ
り
、
か

上
の
場
合

満
の
場
合

化
エ
ク
ス
ポ

化
エ
ク
ス
ポ
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つ
、
当
該
証

（
パ
ー
セ

（
パ
ー
セ

ー
ジ
ャ
ー
が

ー
ジ
ャ
ー
が

券
化
エ
ク
ス

ン
ト
）

ン
ト
）

最
優
先
証
券

最
優
先
証
券

ポ
ー
ジ
ャ
ー

化
エ
ク
ス
ポ

化
エ
ク
ス
ポ

が
最
優
先
証

ー
ジ
ャ
ー
（

ー
ジ
ャ
ー
（

券
化
エ
ク
ス

内
部
評
価
方

内
部
評
価
方

ポ
ー
ジ
ャ
ー

式
に
よ
る
場

式
に
よ
る
場

（
内
部
評
価

合
を
含
む
。

合
を
含
む
。

方
式
に
よ
る

）
で
あ
る
場

）
で
な
い
場

場
合
を
含
む

合

合

。
）
で
あ
る

（
パ
ー
セ
ン

（
パ
ー
セ
ン

場
合

ト
）

ト
）

（
パ
ー
セ
ン

ト
）

７
䢣
１

〇
・
五
六

〇
・
九
六

一
・
六
〇

一
・
六
〇

二
・
四
〇

７
䢣
２

〇
・
九
六

一
・
六
〇

二
・
八
〇

三
・
二
〇

五
・
二
〇

７
䢣
３

四
・
八
〇

六
・
〇
〇

十
二
・
〇
〇

十
八
・
〇
〇

７
䢣
４

百
・
〇
〇
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（
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
個
別
リ
ス
ク
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
百
八
十
条
の
四

第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
二

百
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
個
別
リ
ス

ク
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
二
十

七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
八
十
条
の
二
及
び
第
二
百

八
十
条
の
三
」
と
、
「
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
百
パ
ー

セ
ン
ト
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
八

十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
」
と

、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
八
十
条
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
条

第
六
項
中
「
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
個
別
リ
ス
ク

の
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
が
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

係
る
原
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
の
算
出
に
つ
い
て
内
部
格
付
手
法
の
承
認
を
受

け
て
い
る
場
合
又
は
当
該
原
資
産
の
追
加
的
リ
ス
ク
の
算
出
に
つ
い
て
内
部

モ
デ
ル
方
式
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
第
二
百
六
十
条
又
は
第
二

百
六
十
一
条
に
定
め
る
要
領
に
基
づ
い
て
相
殺
し
た
後
の
無
格
付
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
各
号
に
該
当

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
所
要

自
己
資
本
の
額
を
個
別
リ
ス
ク
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
百
二
十
七
条
第
二
項
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及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
は
、
第
二
百
六
十
条

又
は
第
二
百
六
十
一
条
に
定
め
る
要
領
に
基
づ
い
て
相
殺
し
た
後
の
無
格
付

の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
当
該
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る
個
別
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
し

て
適
用
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
標
準
的
手
法
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

加
重
平
均
値
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
集
中
レ
シ
オ
（
当
該
無
格
付
の
証
券
化

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
証
券
化
取
引
に
関
す
る
全
て
の
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
合
計
額
を
、
当
該
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
が
含
ま
れ
る
階
層
及
び
当
該
階
層
よ
り
劣
後
す
る
階
層
に
含
ま
れ
る
全
て

の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
合
計
額
で
除
し
た
値
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
値
を
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
係
る

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
集

中
レ
シ
オ
が
十
二
・
五
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も

の
と
す
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
当
該
無
格
付
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
よ

り
も
優
先
さ
れ
、
か
つ
、
格
付
を
有
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
適
用
と
さ
れ
た
証
券
化
エ
ク
ス

（
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
適
用
と
さ
れ
た
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い
）

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い
）

第
二
百
八
十
条
の
四

［
略
］

第
二
百
八
十
条
の
五

［
同
上
］
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２

こ
の
節
の
規
定
に
よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の

２

こ
の
節
の
規
定
に
よ
り
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
券
化
エ
ク

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
二
十
五
条

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
乗
じ
て
得
た
値
を
個
別
リ
ス

（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

ク
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
証
券
化
取
引
に
伴
い
増
加
し
た
自
己
資
本
に
相

、
同
条
中
「
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
パ
ー
セ
ン
ト

当
す
る
額
を
除
く
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
項
を
削
る
。
］

３

信
用
補
完
機
能
を
持
つI

/
O

ス
ト
リ
ッ
プ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
二
十

五
条
（
第
一
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
中
「
千
二
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
パ
ー
セ

ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。


